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開会 午前１０時００分 

 

◎開会宣告 

 

○議長（中井康雄君） ただいまの出席議員数は８人です。 

定足数に達しておりますので、ただいまから令和７年９月中札内村議会定例会を再開い

たします。 

 ただちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

 

◎日程第１ 閉会中の所管事務調査報告 

 

○議長（中井康雄君） 日程第１、閉会中の所管事務調査報告を求めます。 

両委員長による合同所管事務調査と、産業文教常任委員会における畑作物作況調査の２

件の報告書の提出がありましたので、報告を求めます。 

はじめに、総務厚生、産業文教常任委員会合同所管事務調査について、両委員長からそれ

ぞれ報告願います。 

 はじめに、船田産業文教常任委員長、登壇願います。 

（船田幸一産業文教常任委員会委員長登壇） 

○産業文教常任委員会委員長（船田幸一君）  おはようございます。 

それでは、「総務厚生常任委員会・産業文教常任委員会合同所管事務調査報告」をいたし

ます。 

赤ナンバー８番をご覧ください。 

総務厚生常任委員会と産業文教常任委員会は、合同による所管事務調査として、８月２０

日と２１日の２日間、上川管内下川町、美瑛町を訪問し、調査を行ってまいりました。 

まず初めに、産業文教常任委員会から、下川町の「ＳＤＧｓ未来都市に関する取組」につ

いて報告いたします。 

視察調査の目的は、自治体の衰退と人口減少が進む中で、下川町が官民一体で森林バイオ

マスを核に、脱炭素社会と地域再生を目指して進めてきた取組を調査・視察したものであり

ます。 

下川町は、北海道北東部、面積６４４．５４平方キロメートル、町域の約９０％が森林に

囲まれています。 

明治期の岐阜県からの入植以来、農林業で発展しましたが、戦後の産業衰退で人口は最大

約１万５，５５５人から現在の約２，９００人に減少しました。 

２００７年の下川町自治基本条例で「持続可能な地域社会」を明記し、２００８年環境モ

デル都市、２０１１年未来都市、２０１３年バイオマス産業都市、２０１８年には内閣府の

「ＳＤＧｓ未来都市」に選定された町でもあります。 

１点目は、森林循環とバイオマス事業の取組についてです。 

２０１４年に、伐採・植林・育成を繰り返す「循環型森林経営」を開始し、地元製材業へ

の安定供給と雇用の確保を図るものでした。 

また、残材を活用した原料製造と木質バイオマス熱供給システムを整備し、集落再生モデ

ル「一の橋バイオビレッジ」などを推進しています。 

バイオマス熱供給は、町内３カ所の施設で約３０の公的施設に供給を行い、公的施設の熱



 - 4 - 

エネルギー自給率は約７０％に達し、年間約３，８００万円の経費削減効果を図るものでし

た。 

２点目は、ＳＤＧｓと地域連携の取組についてです。 

住民参画で２０１９年以降の「下川版ＳＤＧｓ」を第６期総合計画の将来像に位置付け、

地域内外の人・企業・団体との共創を促す「ＳＤＧｓパートナーシップセンター」で支援を

行っています。 

また、教育面では幼児から高校までの１５年間にわたり、一貫した森林環境教育を実施し、

森林サービス業の創出も図っていました。 

３点目でありますけれども、ゼロカーボン・カーボンネガティブ計画についてです。 

２０２２年に「ゼロカーボンシティしもかわ」を宣言し、２０５０年までに実質マイナス

の「カーボンネガティブ」実現を目標化するというものでありました。 

基本方針は、①として、新たに排出するＣＯ２の実質ゼロ化すること、②として、既存大

気中ＣＯ２の除去すること、③として、除去したＣＯ２の固定化することであります。 

主な施策では、省エネの推進、省エネ住宅の普及、再エネの導入、適正な森林整備と木材

利用、炭素循環型農業の推進、酪農業におけるメタンガス抑制、公共施設の集約と脱炭素化、

ゼロカーボン普及啓発などが挙げられます。 

まとめとして、十勝管内ではＳＤＧｓ未来都市に選ばれている自治体は、上士幌町、本別

町の２町のみで、地域単位の普及啓発活動は進むものの、全町村的・全域的な取組みにはつ

ながっていない自治体も多いと言えます。 

本村でも南十勝夢街道プロジェクト推進協議会のＳＤＧｓ講演会や営農セミナーでの帯

広畜産大学と連携したバイオマス講演会の開催など、普及啓発の活動が見られ、住民や企業、

団体の意識は高いと言われながら、全村的な動きにつながっていないのが現状であると考

えるところであり、村政課題解決に向けてＳＤＧｓをどのように本格導入・活用するかが問

われているものと考えます。 

まとめに、下川町は森林資源を核とした循環型経済と住民参画型のＳＤＧｓ導入で脱炭

素地域再生の先進事例をつくっているものの、成果を地域全体や近隣自治体へ広げていく

こと、計画を実行に移すためのさらなる連携と全域的な取組みが今後の課題とされていま

した。 

今や地球規模での温暖化現象がより一層深刻化し、全国各地で異常気象による災害発生

につながっているとされる中、脱炭素化社会の実現に向けた行動は、日本の潮流となりつつ

ありますが、ＳＤＧｓにおける「１７の持続可能な開発目標」について、村づくりにどのよ

うに取り入れ、村政の抱える課題対応にどう活かすことができるのか、その取組への姿勢が

問われていると捉え、結びといたします。 

以上、産業文教常任委員会から、下川町の視察調査の報告とさせていただきます。 

○議長（中井康雄君） 続いて、大和田総務厚生常任委員長、登壇願います。 

（大和田彰子総務厚生常任委員会委員長登壇） 

○総務厚生常任委員会委員長（大和田彰子君） おはようございます。 

続きまして、美瑛町のゼロカーボンシティ及び美しい村連合の取組みについて報告いた

します。 

調査目的は、令和４年４月に「ゼロカーボンシティ宣言」を行った美瑛町の脱炭素社会に

向けた取組と、「日本で最も美しい村」連合加盟町村として、自然と景観を守りながら、地

域全体で進めるまちづくりを学ぶためのものです。 

１点目は、「ゼロカーボンシティに関する取組」についてです。 
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主な取組内容を説明いたします。 

①、令和５年にゼロカーボンを進めるための関係機関との連携事業がスタートしました。 

室蘭工業大学、室蘭工業大学協力会、エアウオーター株式会社グループ、北海道ガス、三

井住友信託銀行など専門知識をもつ企業と連携をしております。 

②、大雪山国立公園において、令和６年６月にゼロカーボンパークの登録をしています。 

脱炭素化を進めるための取組みと、登録することにより、自治体限定の補助メニューが活

用できるということでした。 

③、ＥＶ電気委自動車充電器設置と電動キックボードの導入です。 

ＥＶ３台を導入したほか、道の駅２カ所に充電器を設置しました。 

その道の駅区間は、電動キックボードで短距離を移動することができ、ＣＯ２排出の削減

や、訪問者の移動利便性向上を目指していました。 

④、公共施設におけるエネルギー効率の向上です。 

スポーツセンターのボイラーを重油燃料からガスヒートポンプへ切り替える計画を進め

ており、停電時にも稼働可能なエネルギー安定性を確保します。 

これにより、ランニングコストは年間約３００万円の削減とＣＯ２排出量約３０トンの

削減が見込まれます。 

加えて、公共施設のＬＥＤ化を順次進め、エネルギー使用量の削減と長期的な経費の抑制

を図っていました。 

⑤、重点対策加速化事業としては「美瑛ゼロカーボンタウン計画」の策定です。 

この計画は、２０３０年までにＣＯ２排出量を８７．７％削減、２０５０年までに排出実

質ゼロを目指しているものです。 

主な施策は、小水力発電設備整備、公共用太陽光発電設備導入、自家消費型太陽光発電導

入補助、農業残渣ボイラー導入補助、木質燃料ストーブ導入補助の五つの事業になっており

ます。 

これらの取組により、年間約９，１００トンのＣＯ２削減が見込まれるそうです。 

２点目は、「日本で最も美しい村連合」の取組についてです。 

①として、企業や団体で構成する、協議会主催事業では、ビューティフルデーとして、観

光ルートのゴミ拾い、町道のカードレールや標識のポール等を景観色に塗装をしています。 

絵画コンクール、町内小中学生を対象に「美しい村びえい」をテーマに風景画を募集し、

全作品を町内公共施設で展示します。 

応募者全員に参加賞を配布しているそうです。 

②、構成団体事業としては、花いっぱい運動として、商工会主催により、駅前や本通り地

区の花壇整備。植栽後は商店街の協力により管理されております。 

ふるさと学習では、小学校のカリキュラムとして、３～６年生を対象に、学年ごとテーマ

を変え学習を深めていました。 

学校教育では、社会科副読本、３、４年生を中心に、美しい村連合の取組を紹介していま

す。 

次に、課題と対応策についてです。 

一つは オーバーツーリズムの課題があります。 

人口約１万人に対して、観光客が年間２６８万人と急増している現状があります。 

地域住民の生活交通の弊害や繁忙期における飲食店の混雑、交通マナー違反やレンタカ

ーによる交通事故、景観汚染、農地侵入などの課題が生じています。 

対応策としては、観光パトロールと看板の整備、外国語表記の導入、観光ルールマナー１
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１０番、啓発チラシ・動画の配信、ＩＴ技術を活用した混雑状況の可視化、侵入検知カメラ

の運用といった多面的な対応を行っているのが現状でした。 

次に、景観条例についてです。 

平成元年に「美瑛町景観条例」、平成１７年には「美瑛の美しい景観を守り育てる条例」

を制定しています。 

そして、平成２７年には、美瑛の美しい景観を守り育てる条例の全部改正を実施しました。 

この景観計画の策定により、町内全域を対象にした景観形成基準が示されました。 

次に、その景観づくりの取組としては、本通り地区の無電柱化・デザインの統一、駅前広

場の整備、案内サインの設置など、そのほか、国道の植樹桝の整備や年２、３回の住民によ

る草刈りや雑草取りを実施しております。 

まとめとして、美瑛町は「豊かな自然と共生し、持続可能な循環型社会を目指すまち」と

いう明確な目標を掲げています。 

その実現のために、ゼロカーボンシティ宣言や大雪山国立公園のゼロカーボンパーク登

録、再エネ導入・ＣＯ２削減目標を示した「美瑛ゼロカーボンタウン計画」など、具体的な

施策を進めていました。 

こうした計画的かつ実効性のある取組は、大変参考になりました。 

また、国立公園のゼロカーボンパーク登録と関係機関との連携事業は興味深い点でもあ

りました。 

担当者によれば、ゼロカーボンパークの申請はさほど難しくはなく、登録することで自治

体や民間事業者が国からの交付金を活用できる利点があるとのことでした。 

また、大学や企業との包括連携協定により、企業版ふるさと納税をはじめ、資金・知識・

人脈・人材といった、ゼロカーボンのまちづくりに必要な資源を確保している点は大変優れ

ておりました。 

中札内村は、令和６年９月にゼロカーボンシティ宣言を表明し、「地球温暖化対策実行計

画」に基づき、役場庁舎への地中熱ヒートポンプ導入、家庭ごみの分別促進、生ごみ処理機

の導入などの取組を進めています。 

しかし、これらの施策がどのようにゼロカーボンに繋がるのか、また、住民の生活やまち

づくりにどのような影響を与えるのかについては、住民の認識が十分とは言えないのでは

ないかと思っております。 

２０５０年までにＣＯ２排出量をゼロにするために、どれだけの削減が必要で、村として

何に取組むべきか。 

そして住民はどう関わるのか。 

明確なゴールのビジョンと道筋を村全体で共有することが重要であると考えます。 

次に、美瑛町は「日本で最も美しい村」連合の発祥地であり、その美しい丘陵地帯の農村

景観は、国内外から多くの観光客を惹きつけています。 

しかし、その人気ゆえに、年間２６０万人を超える観光客が訪れ、オーバーツーリズムが

深刻な課題となっており、対応策に苦慮されていました。 

街並みについては、無電柱化・流雪溝の設置整備のほか、多くの企業や団体で構成された、

清掃美化活動、花いっぱい運動、景観修景活動などにより、きれいに整備されておりました。 

中札内村では、平成２８年に、美しい村連合に加盟し、本年で１０年目を迎えます。 

そして現在は、景観計画の策定や景観行政団体への移行に向けた準備を進め、ワークショ

ップを実施するなど住民参画や理解促進にも取り組んでおります。 

しかし、「美しい村」という言葉自体は浸透しているものの、まちづくりや日常生活との
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かかわりについては十分に意識されておらず、「行政が行うもの」という受け止め方が多い

のではないかと思われます。 

美瑛町の事例を参考に、住民が主体的に活動できる協力体制へとつなげていくためには、

中札内村でもさらなる工夫が求められると感じました。 

以上、総務厚生常任委員会・産業文教常任委員会合同所管事務調査報告といたします。 

○議長（中井康雄君） 次に、産業文教常任委員会の畑作物作況調査について報告願います。 

 船田産業文教常任委員長、登壇願います。 

（船田幸一産業文教常任委員会委員長登壇） 

○産業文教常任委員会委員長（船田幸一君） 皆さま、改めておはようございます。 

それでは、赤ナンバー９番の「令和７年度産業文教常任委員会農作物作況調査」について

報告いたします。 

産業文教常任委員会は、令和７年９月３日、水曜日に、常任委員会独自で現地調査を実施

した後に、十勝農業改良普及センターが実施した９月１日現在の作況調査の資料を基に、本

村の基幹作物である豆類、てん菜、馬鈴しょ等の作況について検討をいたしました。 

調査参加者は、産業文教常任委員５名と事務局２名であります。 

検討結果ですが、春から平年より気温が高く、融雪が順調に進んだものの、春先の低気圧

の影響から雨続きで畑が乾かず、農作業に遅れが見られました。 

降水量、日照時間の詳細な状況説明は省略させていただきますが、総じて、気温は平年を

大きく上回り、日照時間も長く、雨量は比較的少なく、各作物の生育に顕著に影響が見られ、

また、例年と比較して、夜間の気温が高かったことから、一部作物に二次成長が見られまし

た。 

以下、各作物の今年の状況について、次のとおり取りまとめました。 

豆類は、６月上旬から 7 月下旬まで高温が続き、命にかかわるほどの猛暑日が 7 月に連

日記録されました。 

重ねて、５月から７月下旬まで、まとまった降水量がなく、干ばつの影響が大きく響き、

土質保水力の差や礫地帯との差が大きく表れました。 

大豆は、茎長が短く、着莢数が平年より多く、収量は、平年よりやや多い見込みでありま

す。 

小豆は、７月下旬から８月上旬のまとまった降水により茎長がかなり長くなり、着莢数は

平年よりやや多いが、収量は平年より少ない見込みであります。 

金時は、茎長がかなり短く、着莢数は平年より少なく、収量は平年より少ない見込みであ

ります。 

手亡は、茎長がかなり短く、着莢数は平年より非常に少なく、収量は平年より非常に少な

い見込みであります。 

馬鈴しょは、植付け後は順調に生育しましたが、６月、７月の干ばつの影響で、８月１８

日現在の南十勝農工連の登熟調査では、かなりの減収見込みとなり、澱原専用品種の収量は、

平年よりかなり少なく、澱粉価は平年より２％から３％減の１７％台の見込みであります。 

てん菜は、移植、播種後は順調に生育したものの、６月、７月の干ばつと高温の影響が懸

念されました。 

７月下旬以降の降雨により生育は平年並みに進んでいます。 

根周は平年より太く、収量は平年よりやや多い見込みであり、糖分は平年並みの見込みで

あります。 

飼料作物は、一番草の収量は、平年を下回り、二番草は生育前半の干ばつの影響で平年を
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大きく下回る見込みであります。 

乾物重量は、収穫時期のずれなどにより、平年をやや上回る見込みであります。 

デントコーンは、稈長、生重ともに平年をやや下回る見込みであります。 

水不足により茎が細く、低収が予測されます。 

熟度は、平年より１０日ほど早く進んでいます。 

資料の作況調査に基づく収量予想集約表は、平年値と比較し、まとめましたので、ご覧い

ただければと思います。 

以上、農作物作況調査の報告といたします。 

○議長（中井康雄君） これで所管事務調査報告を終わります。 

 

◎日程第２ 請願第３号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元など教育 

予算拡充とゆたかな学びを求める意見書の採択を求める請願 

◎日程第３ 請願第４号 道教委「これからの高校づくりに関する指針」（改訂版）を抜本 

的に見直しすべての子どもにゆたかな学びを保障する高校教育 

を求める意見書の採択を求める請願 

 

○議長（中井康雄君） この際、日程第２、請願第３号、義務教育費国庫負担制度堅持・負

担率１／２への復元など教育予算拡充とゆたかな学びを求める意見書の採択を求める請願、

日程第３、請願第４号、道教委「これからの高校づくりに関する指針」（改訂版）を抜本的

に見直しすべての子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を求める意見書の採択を求め

る請願の２件を一括して議題にいたします。 

この請願第３号と４号は、産業文教常任委員会に付託した事件です。 

審査が終了し、委員長から報告書の提出がありました。 

委員長の報告を求めます。 

船田産業文教常任委員長、登壇願います。 

（船田幸一産業文教常任委員会委員長登壇） 

○産業文教常任委員会委員長（船田幸一君） 令和７年９月４日開会の定例会において付託

された請願２件の事件について、審査を終了いたしましたので、会議規則第９４条の規定に

よりご報告いたします。 

審査終了した付託事件は、請願第３号、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への

復元など教育予算拡充とゆたかな学びを求める意見書の採択を求める請願及び請願第４号、

道教委「これからの高校づくりに関する指針」（改訂版）を抜本的に見直しすべての子ども

にゆたかな学びを保障する高校教育を求める意見書の採択を求める請願についてであり、

審査は９月８日、全委員の出席を得て審査いたしました。 

結果は、２件の請願の内容・趣旨は十分理解できるものであり、請願第３号及び第４号は

採択と決定いたしました。 

以上、ご報告といたします。 

○議長（中井康雄君） 報告が終わりました。 

これから２件の委員長報告に対して、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中井康雄君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 
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請願第３号の委員長報告に対する討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中井康雄君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

請願第３号、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元など教育予算拡充とゆた

かな学びを求める意見書の採択を求める請願を採決いたします。 

この請願に対する委員長の報告は採択です。 

委員長報告のとおり、採択と決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中井康雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、請願第３号は、委員長報告のとおり採択することに決定しました。 

請願第４号の委員長報告に対する討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中井康雄君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

請願第４号、道教委「これからの高校づくりに関する指針」（改訂版）を抜本的に見直し

すべての子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を求める意見書の採択を求める請願を

採決いたします。 

この請願に対する委員長の報告は採択です。 

委員長報告のとおり、採択と決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中井康雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、請願第４号は、委員長報告のとおり採択することに決定しました。 

 お諮りします。 

 福原議員から、意見書案第７号、戸水議員から、意見書案第８号が追加提案されました。 

この際、これらを日程に追加し、順序の変更をしてただちに議題にしたいと思います。 

このことに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中井康雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、意見書案第７号、意見書案第８号の２件を日程に追加し、順序の変更をして

議題にすることに決定しました。 

暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３５分 

再開 午前１０時３６分 

 

○議長（中井康雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎日程第４ 意見書案第５号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元など 

教育予算拡充とゆたかな学びを求める意見書 

◎日程第５ 意見書案第６号 道教委「これからの高校づくりに関する指針」（改訂版）を 
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抜本的に見直しすべての子どもにゆたかな学びを保障する 

高校教育を求める意見書の採択を求める請願 

 

○議長（中井康雄君） この際、追加日程第４、意見書案第７号、義務教育費国庫負担制度

堅持・負担率１／２への復元など教育予算拡充とゆたかな学びを求める意見書、追加日程第

５、意見書案第８号、道教委「これからの高校づくりに関する指針」（改訂版）を抜本的に

見直しすべての子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を求める意見書の採択を求める

請願の２件を一括して議題にいたします。 

お諮りします。 

 この意見書案第７号、意見書案第８号の２件は、会議規則第３９条第２項の規定によ

り、提案理由の説明を省略したいと思います。 

このことに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中井康雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、意見書案第７号、意見書案第８号の２件については、提案理由の説明を省略

することに決定いたしました。 

これら２件を一括して質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中井康雄君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

意見書案第７号に対する討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中井康雄君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

 意見書案第７号、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元など教育予算拡充

とゆたかな学びを求める意見書を採決いたします。 

この意見書案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中井康雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、意見書案第７号は、原案のとおり可決されました。 

意見書案第８号に対する討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中井康雄君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

 意見書案第８号、道教委「これからの高校づくりに関する指針」（改訂版）を抜本的に見

直しすべての子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を求める意見書の採択を求める請

願を採決いたします。 

この意見書案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中井康雄君） 異議なしと認めます。 
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したがって、意見書案第８号は、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３８分 

再開 午前１０時３９分 

 

○議長（中井康雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

ここでご報告いたします。 

これから令和６年度中札内村各会計決算認定の審議を行いますが、議会選出の監査委員

であります木村議員は、審議の間は出席されませんので、報告させていただきます。 

 

◎日程第 ６ 認定第１号 令和６年度中札内村一般会計歳入歳出決算認定について 

◎日程第 ７ 認定第２号 令和６年度中札内村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

◎日程第 ８ 認定第３号 令和６年度中札内村介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ 

             いて 

◎日程第 ９ 認定第４号 令和６年度中札内村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認 

             定について 

◎日程第１０ 認定第５号 令和６年度中札内村簡易水道事業会計決算認定について 

◎日程第１１ 認定第６号 令和６年度中札内村公共下水道事業会計決算認定について 

 

○議長（中井康雄君） この際、追加日程第６、認定第１号から、追加日程第１１、認定第

６号までの令和６年度中札内村各会計決算認定についての６件を一括して議題にいたしま

す。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

川尻村長、登壇願います。 

（川尻年和村長登壇） 

○村長（川尻年和君） ただいま、一括上程認定議題に供されました各会計決算の提案の趣

旨についてご説明を申し上げます。 

令和６年度の各会計決算がまとまり、監査委員による決算審査も終わりましたので、地方

自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の審査意見を付して、議会の認定をお願い

するものであります。 

主要な施策の成果並びに実績報告書、財産調書を提出しておりますので、内容をご精査い

ただき、認定くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（中井康雄君） 続いて、監査委員の決算審査意見を求めます。 

木村代表監査員、登壇願います。 

（木村誠代表監査委員登壇） 

○代表監査委員（木村誠君） それでは、令和６年度決算審査のご報告をさせていただきま

す。 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度各会計決算審査を終了し、令和７

年８月２５日、村理事者に決算審査意見書を提出いたしました。 

審査は、令和７年７月２８日から８月８日までの期間中、６日間で実施し、７月２９日に

現地調査を実施いたしました。 
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審査中、軽易な点については各課長を通じ個々に指摘し、改善と対応を求めておりますが、

決算審査の主な内容はお配りしています決算審査意見書をお読みいただければと思います。  

以上、監査報告とさせていただきます。 

○議長（中井康雄君） 以上で、提案理由の説明及び代表監査委員からの決算監査意見が終

わりました。 

 続いて、各会計決算書の概要について、簡略に補足説明を求めます。 

 はじめに、一般会計について、渡辺総務課長。 

○総務課長（渡辺大輔君） それでは、一般会計の決算概要について、説明申し上げます。 

 黒ナンバー１５番の決算資料１ページをお開きください。 

 第１表は、令和６年度の会計別決算状況になります。 

 上段、一般会計でありますが、一番右側の列、予算現額に対する決算額の割合は、歳入で

１０１．２％、歳出で９５．１％であります。 

 実質収支額は２億７，５７３万３６３円となっております。 

 以下、国民健康保険特別会計、介護保健特別会計、２ページの後期高齢者医療特別会計ま

での各特別会計と、総合計を記載しておりますので、ご覧いただきたいと思います。 

 また、各会計の最下段、基金積立金の欄になりますが、実質収支額のうち、一般会計では

２億円、国保特別会計では１００万円、介護保健特別会計も１００万円を、翌年度に繰り越

さず、それぞれ基金に積み立てることにしております。 

 次に、３ページをお開きください。 

 第２表は、一般会計の歳入決算額の款別内訳表になります。 

 村税については、調定額に対する収入済額の割合である徴収率が９９．６％で、昨年度か

ら０．１ポイント減少となっております。 

 また、収入未済額でありますが、村税で２４９万７，１５１円、括弧内の２３万６，９４

５円は不納欠損額になります。 

 そのほか、表中段、使用料及び手数料１５４万９，０５２円は、村営住宅使用料及び村営

住宅排水処理施設使用料、一般廃棄物処理手数料の未済額で、その下段、諸収入９５万８，

５００円は、過年度収入の未済額になり、歳入合計では５００万４，７０３円となっており

ます。 

 次に、４ページをご覧ください。 

 第３表は、村税決算額になりますが、村税を科目別に記載しております。 

 下段のグラフでは、村税の収入済額と徴収率の５年間の推移を表したものであります。 

 なお、棒グラフである令和６年度の収入済額が前年に比べ、２，９４６万円余り減少して

いる主な要因は、個人村民税において、給与所得が増加した一方で、住民税所得割額におけ

る定額減税の影響により減少し、固定資産税においては、３年に一度の評価替えに伴い、家

屋の経年減点補正率の変更による課税標準額の減少があったことなどによるものです。 

 次に、５ページをお開きください。 

 上段の第４表は、一般会計収支の状況を、前年度と比較しております。 

 次に、下段の第５表は、村税や地方交付税など一般財源の前年度との比較表であります。 

 右側の増減欄をご覧ください。 

 上段、村税は、前年に比べ、個人村民税や固定資産税が減少したことなどから、前年比で

２，９４６万円余り減少しております。 

 中段下の地方特例交付金１，５９８万円の増加は、定額減税に伴う村民税減収補てん分の

増加によるものです。 
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 その下段、地方交付税は、普通交付税が会計年度任用職員にかかわる給与改定及び勤勉手

当支給への対応分や、国税収入の増加による臨時財政対策債償還基金費の追加交付があっ

たことなどから、５，９１６万２，０００円の増加となっております。 

 その下段、繰越金については、令和５年度から令和６年度の繰越明許費に充てる繰越財源

分の減により、６，２０２万円余りの減少となっています。 

 一般財源の合計では、前年比で８３１万円余り減少しています。 

 次に、６ページをご覧ください。 

 第６表は、歳入の内訳として、自主財源と依存財源に分けて、３カ年分を比較しておりま

す。 

 その下の第７表は、自主財源と依存財源の推移を数値で記載し、右はグラフで示しており

ます。 

 次に、７ページをお開きください。 

 上段の第８表は、目的別の支出済額と、令和７年度への繰越額、不用額を示しております。 

 歳出合計の予算現額から歳出済額を差し引いた額に、さらに翌年度繰越額を除いた不用

額は、１億８，７１３万円余りとなっています。 

 次に、翌年度繰越額の内訳でありますが、総務費は商工共通商品券臨時支給事業、ふるさ

と納税クラウドファンディング補助金、ふるさと納税事業の３事業で、民生費は、物価高騰

対策給付金事業によるものです。 

 また、農林業費は、堆肥化処理施設製造堆肥臨時助成金、キッチンスタジオ外構工事、道

営担い手畑総事業札内川右岸北部地区負担金の３事業で、商工観光費は、運送事業者臨時支

援金や、にぎわいづくり起業者等支援事業補助金によるものです。 

 翌年度繰越額合計で、１億１，４０２万８，０００円となっております。 

 次に、下段の第９表は、目的別に歳出決算額を前年と対比しております。 

 増減額の主な要因ですが、総務費３億１，０３９万円余りの減額は、ふるさと納税費や基

金積立額の減少などによるものです。 

 次に、衛生費６，５０５万円余りの減額は、令和５年度に実施した医師住宅建設工事や、

保健センターエアコン設置工事の減少などによるものです。 

 次に、農林業費４億２，２３８万円余りの増額は、産地パワーアップ事業やキッチンスタ

ジオ等の外構工事、改善センターのＬＥＤ化及び内部改修工事の増加などによるものです。 

 次に、商工観光費２億６，６２５万円余りの減額は、令和５年度に実施したまちなかキッ

チンスタジオ建設工事や札内川園地給水施設改修工事の減少などによるものです。 

 次に、土木費１億２７９万円余りの増額は、上札内地域振興住宅建設工事や泉団地興栄住

宅解体工事の増加などによるものです。 

 次に、消防費６，１６９万円余りの増額は、消防自動車更新費の増加などによるものです。 

 教育費２億４，９４４万円余りの減額は、令和５年度に実施した小中学校のエアコン設置

工事やＬＥＤ化工事、中学校教室増設改修工事、中札内小学校外部塗装・屋上防水等工事、

交流の杜体育館床改修工事の減少などによるものです。 

 次に、８ページをご覧ください。 

 第１０表は、歳出の性質別決算額を前年と対比したものであります。 

 増減額について、一部先ほどの説明と重複しますが、大きな要因を説明させていただきま

す。 

 １の人件費１億１７万円余りの増額は、会計年度任用職員に勤勉手当が支給されたこと

や雇用人数の増員などによるものです。 
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 次に、２の物件費１億５，６５６７万円余りの減額は、（４）委託料で、新規でキッチン

スタジオ及び改善センター管理委託の増加があった一方で、（５）のその他で、ふるさと納

税にかかわる返礼品代や運搬料などの経費が大きく減少したことなどによるものです。 

 次に、３の補助費等１億７４０万円余りの減額は、（１）負担金補助及び交付金で、新規

で商工共通商品券臨時支給事業の増加があった一方で、令和５年度に実施した農畜産物土

づくり特別事業支援金や六花の森イベント事業の終了による減少などによるものです。 

 次に、４の扶助費１，１０３万円余りの減額は、定額減税補足給付金や物価高騰対策給付

金の増加があった一方で、令和５年度に実施した低所得者世帯に支給した住民税非課税世

帯等臨時特別給付金の減少などによるものです。 

 次に、６の普通建設事業費６，２６８万円余りの増額は、令和５年度に実施したまちなか

キッチンスタジオ建設工事や、小中学校エアコン設置工事などの学校改修工事の減少など

があった一方、産地パワーアップ事業や札内川園地トイレ炊事場整備工事、キッチンスタジ

オ等外構工事、上札内地域振興住宅建設工事などの増加によるものです。 

 次に、９の積立金１億５，８１１万円余りの減額は、ふるさと納税寄附金の減少によるふ

るさと活性化基金や福祉基金などの積立額の減少、公共施設等整備基金への余剰金積立額

の減少などによるものです。 

 次に、９ページをお開きください。 

 第１１表は、地方消費税交付金のうち、社会保障財源化分が充てられる社会保障施策に要

する経費になります。 

 次に、１０ページをご覧ください。 

 歳出決算額を目的別と性質別に円グラフで表したものであります。 

 次に、１１ページをお開きください。 

 国が定めた統一的な基準に基づき、一般会計の財務書類を作成しております。 

 はじめに、貸借対照表は、基準日である令和７年３月３１日時点における資産・負債・純

資産の資産保有状況と、財源調達状況を表したものであります。 

 表の左側については、借方として、本村の資産である学校や道路など、将来の世代に引き

継ぐ社会資本や基金などを記載しており、長期間にわたり、住民サービス提供のために利用

される財産であります。 

 左一番下、村の資産合計は、２３９億円余りで、村民一人当たりでは６２８万円で、前年

比１６万円の減となります。 

 また、表の右側については、貸方として、上段に負債を記載しており、地方債及び退職手

当引当金など、将来の世代の負担となるものであります。 

 負債合計は４９億円余りで、村民一人当たりでは１２８万円で、前年比２万円の増となり

ます。 

 その下段、純資産については、過去の世代や国・道がすでに負担したもので、将来返済し

なくてもよい資産で、資産合計から負債合計を差し引いたものとなります。 

 純資産合計は１９０億円余りとなっております。 

 次に、１２ページをご覧ください。 

 行政コスト計算書は、企業会計の損益計算書に当たるもので、１年間の行政運営コストの

うち、福祉サービスやごみの収集にかかわる経費など、資産形成につながらない行政コスト

を業務費用として、人件費や物件費等、その他の業務費用に区分したものであります。 

 経常費用から計上収益を差し引いた準経常行政コストは、５４億５３９万４，０００円と

なっており、その下段の臨時損失を加えて、臨時利益を差し引いた準行政コストは、５３億
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８，０２９万９，０００円となっております。 

 次に、１３ページをお開きください。 

 純資産変動計算書は、地方公会計制度において、純資産の変動を示すものであり、純資産

の増減が企業会計においては利益及び損失の増減を示すものであります。 

 下から２段目の本年度純資産変動額は、マイナス８億２，６０９万３，０００円ですが、

この金額は、令和６年度において、純資産が減少した金額となります。 

 次に、１４ページをご覧ください。 

 資金収支計算書は、地方公会計制度における資金収支の状態を示すものであり、年度内の

地方公共団体の行政サービスに伴う現金等の期中取引高を性質別に分けて表示するもので

あります。 

 下から７段目の本年度資金収支額は、マイナス１，７９９万４，０００円となり、その二

つ下段の本年度末資金残高は、３億７，３１７万２，０００円となります。 

 次に、１５ページをお開きください。 

 基金の現在高調書でありますが、会計別、科目別の基金の明細を記載しております。 

 調書の一番右の列に、令和６年度末現在高を記載しておりますが、最上段の一般会計合計

の基金残高は、２７億３，７１６万円余りで、前年度から２億２，０５４万円余り減少して

おります。 

 次に、１６ページをご覧ください。 

 地方債現在高調書でありますが、令和５年度末現在高に、令和６年度中に借り入れた額を

加え、償還した元金を差し引いた額が、右側の令和６年度末現在高であります。 

 右一番下の地方債合計で４２億３，６９４万円余りとなっており、前年度末現在高から

６，５６４万円余りの減となっております。 

 次の１７ページから２６ページまでは、負担金補助金等支出内訳書を、予算課目ごとに記

載しておりますので、ご覧いただきたいと思います。 

 次の２７ページには、予算の流用を記載しており、２８ページには、予備費からの充用を

記載しております。 

 次の２９ページには、国民健康保険特別会計の予備費からの充用を記載しております。 

 次の３０ページでは、令和６年度のふるさと納税額を記載しております。 

 次の３１ページから８１ページまでは、各課からの資料を掲載しておりますので、それぞ

れご覧いただきたいと思います。 

 以上で、一般会計の決算概要について、説明を終わります。 

○議長（中井康雄君） それでは、休憩をしたいと思います。 

 午前１１時２０分まで休憩いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０３分 

再開 午前１１時２０分 

 

○議長（中井康雄君） それでは、皆さんお揃いになりましたので、休憩前に引き続き会議

を開きたいと思います。 

 次に、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計について、平山住民課長。 

○住民課長（平山直人君） それでは、国民健康保険特別会計の決算状況を説明いたしま

す。 
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 引き続き、黒ナンバー１５番、決算資料により説明いたしますので、８２ページをお開き

願います。 

 ます、上段、収支の状況ですが、令和６年度Ａ欄、歳入収入済額は、前年度より７，７３

５万円ほど増加の５億５，１５２万１，１５７円に対し、支出済額は５億４，９０５４万４，

７０７円で、前年度より７，６６５万円ほど増加となっており、歳入歳出差引額は、前年度

より６９万円ほど増加の１９７万６，４５０円となっております。 

 なお、差し引き額のうち、１００万円を国保事業基金へ積み立て、残り９７万円余りは次

年度の繰越金として予定しております。 

 次に、ページ下段の表、歳入決算状況の収入済額Ｃ欄をご覧ください。 

 １款国民健康保険税の収入済額は１億３，８５５万円余り、全体の収納率は９７．２％と

なっております。 

 右横、収入未済額の３４４万円余りにつきましては、現年度保険税１９名分並びに、複数

年度分の過年度保険税の未収額となります。 

 また、括弧書きの不納欠損額５８万３，３００円は、執行停止後３年が経過した過年度保

険税１名分と、死亡により相続人不在のため、１名分を不納欠損処理したものでございま

す。 

 なお、収入済額は、前年度より３００万円ほど増加しておりますが、保険税率の改正によ

るものでございます。 

 ２款道支出金は、村が保険者の保険給付費として一時的に負担し、歳入に振替いたします

普通交付金と保険者ごとの取組みに応じて配分される特別交付金との合計で、３億５，８４

０万円余りの決算額となっております。 

 ４款繰入金、５，３８０万円ほどは、一般会計からの事務費等繰入、保険基盤安定繰入及

び保険事業基金繰入の合計となります。 

 続いて、歳出でございますが、８３ページ下段、４番目、歳出決算額、前年対比表の令和

６年度Ａ欄をご覧ください。 

 １款総務費は、前年度より４０万円ほど増加の５０９万円ほどの支出となっております

が、北海道で共同使用するシステム改修に係る費用負担による増加が主な要因となります。 

 ２款保険給付費は、前年度より６，０３９万円ほど増加の３億３，００９万円余りの支出

額となっておりますが、一般被保険者に係る療養給付費等の増加によるものでございます。 

 ３款国民健康保険事業費納付金は、前年度より１，８２６万円ほど増加の２億１２９万

３，０００円の支出額となっておりますが、国保事業の運営主体である北海道への納付金の

増加が要因となっております。 

 ５款保険事業費は、被保険者宛に送付する医療費通知や国保対象者に係る予防接種費用

のほか、特定検診に係る事業費として、１，２５３万円余りの決算額で、前年度より２２９

万円ほどの減少となっておりますが、令和５年度に国民の健康寿命延伸のための予防健康

づくりを目的とした第３期データヘルス計画の策定による委託を実施したことによるもの

でございます。 

 次に、８款諸支出金は、４１万４，８００円の決算額で、前年度より２１万円ほど減少と

なっておりますが、主に過年度の保険給付費に係る国・道への精算返還金の支出が減少した

ことによるものです。 

 また、８４ページには、直近３年分の総医療費、被保険者数一人当たり医療費の動向を資

料として掲載しておりますので、参考までご参照いただければと思います。 

 なお、令和６年度決算状況につきましては、過日開催されました国民健康保険運営協議会
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において詳細説明を行い、承認を得ておりますことを併せてご報告申し上げます。 

 引き続き、後期高齢者医療特別会計の決算状況について説明いたします。 

 同じく決算資料の８８ページをお開きください。 

 ページ上段、収支の状況ですが、令和６年度Ａ欄、歳入の収入済額は、前年度より６００

万円余り増加の８，１２２万２，４１４円に対し、歳出の支出済額は８，１１４万３，２３

１円で、前年度から７６７万円余り増加となっており、歳入歳出差引額は、前年度より１６

６万円余り減少の７万９，１８３円となりました。 

 次に、歳入決算状況ですが、２段目の表の中列、収入済額Ｃ欄をご覧ください。 

 １款後期高齢者医療保険料は、６，０２１万円余りで、前年より４７０万円余り増加して

おりますが、保険料算定方法の改定によるものが主な要因となっております。 

 その右、収入済額の１３万３６０円は、現年度３名、滞納繰越２名の未納額、収納率は９

９．８％となっております。 

 ２款繰入金、１，８７３万円余りは、一般会計からの事務費繰入並びに低所得者の保険料

軽減補てんなどの合計額となります。 

 ４款諸収入、１４万円余りは、過年度の保険料還付金の返礼のほか、マイナンバーカード

と健康保険証の一体化の推進等に関する事業に対して、特別調整交付金として交付された

ものでございます。 

 ５款広域連合支出金、３８万円余りは、本村が実施する健康診査の受診率向上対策を対象

に、特別対策補助金として交付されたものでございます。 

 次に、歳出でございますが、ページ最下段、歳出決算額前年対比表の令和６年度Ａ欄をご

覧ください。 

 １款総務費は、前年度より２１万円余り増加の２３４万円余りの支出。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料等負担金算定額の増加等により、前年度よ

り７４５万円余り増加の７，８７９万円余りの決算額となっております。 

 なお、次の８９ページには、医療給付の状況を掲載しておりますので、給付実績としてご

覧いただければと思います。 

 以上で、国民健康保険並びに後期高齢者医療特別会計に係る令和６年度決算概要につい

て、説明を終わります。 

○議長（中井康雄君） 次に、介護保険特別会計について、高桑福祉課長。 

○福祉課長（高桑佐登美君） それでは、介護保険特別会計の決算状況を説明いたします。 

 引き続き、黒ナンバー１５番、決算資料を中心に説明いたしますので、８５ページをお開

き願います。 

 まず、ページ上段の１、収支の状況ですが、令和６年度Ａ欄、歳入の収入済額は、前年度

より１，４３９万円ほど増の３億８，６４９万３，２３８円に対し、歳出の支出済額は３億

７，１３５万７，０７９円で、前年度より１，８１５万円ほど増となっており、歳入歳出差

引額は、前年度より３７５万円余り減の１，５１３万６，１５９円となっております。 

 令和６年度の歳入となる国・道支払基金の交付金は、交付金算定時の推定給付費が高く設

定されており、給付実績が推定値よりも下回ったことから、精算により翌年度返還すること

となります。 

 概算ですが、返還額は１，２８２万円程度の見込みとなりますので、歳入歳出差引額のう

ち、１３１万５，５２４円ほどを本年度の会計に繰り越しし、１００万円を介護保険事業基

金へ積み立ていたします。 

 次に、ページ中段に歳入決算状況の収入済額Ｃ欄をご覧ください。 
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 １款介護保険料の収入済額は、８，５３０万２，２００円で、右横、収入未済額２７万２，

８００円につきましては、現年度分と滞納繰越分合わせた４名分の保険料未収額となって

おります。 

 ２款国庫支出金、３款道支出金、４款支払基金交付金は、歳出側の保険給付費並びに地域

支援事業費の実績額に対して、目的別負担率と制度上のルールに基づき計算されており、国

からは８，６６７万９，０９８円、道からは５，４８２万６，７３４円及び支払基金は８，

４４１万７，４７０円の交付を受け、それぞれ収入済額として記載しております。 

 次に、６款繰入金は、５，７３３万８，２００円余りの収入済額ですが、令和６年度にお

いても全額が一般会計からの繰入によりもので、介護保険事業基金からの繰入は行ってお

りません。 

 ６款繰入金の詳細は、決算書２５６ページから２５９ページに記載しておりますので、ご

参照ください。 

 その下、７款繰越金は、令和５年度会計の剰余額として１，７８９万１，６０４円を当年

度収入額として受けております。 

 続いて、歳出ですが、８６ページ中段の４、歳出決算額、令和６年度Ａ欄をご覧ください。 

 １款総務費は６６９万３，１２２円の支出額で、前年度よりも５３万円ほどの減額となっ

ております。 

 これは令和５年度に介護保険事業計画策定に係る費用のほか、国保連合会との業務連携

に使用するパソコン端末の更新などの支出がありましたが、令和６年度会計では、その分が

減少しております。 

 ２款保険給付費は、２億９，０５５万５，４８７円の支出で、前年よりも５１万円余りの

減額となりました。 

 ８７ページに、保険給付費の内訳を掲載しておりますが、前年対比について補足させてい

ただきます。 

 令和５年度と６年度との比較では、サービス区分ごとに増減はありますが、給付額が高額

となる特定施設入居者生活介護及び特別養護老人ホームなどの施設サービス利用の伸びが

なかったことにより、全体の保険給付費もほぼ横ばいとなっております。 

 ８６ページに戻りまして、４款地域支援事業費は、３，８８６万２，５２３円の支出額で、

前年度より３１５万６，０００円ほどの増となりました。 

 決算書では２６４ページから２６９ページに掲載しておりますが、令和６年度の主な増

額要因としましては、介護予防教室まる元運動教室の運営委託先において、安定した運営を

行うための人件費が増額したことや、会場までの送迎業務を行う委託先が変更となったこ

とによる委託料の増加等によるものです。 

 その下、５款基金積立金につきましては、基金利子２万７２２円を含む１，９０１万７２

２円の支出となっておりますが、令和６年度からの第９期介護保健事業計画に基づく介護

保険料基準月額及び保険料段階の多段階化の改正により、計画期間の初年度において、余力

が生じたことから、介護保健事業基金に積み立てをしております。 

 次に、７款諸支出金は、１，６２３万５，２２５円の支出額ですが、過年度分、令和５年

度の介護給付費等の精算返還金として、国や道などに対し１，４００万円余りを、一般会計

へ２２２万円余りを返還しております。 

 なお、令和６年度の決算状況につきましては、過日開催されました介護保険運営協議会に

おいて詳細の説明を行い、承認を得ておりますことをご報告申し上げます。 

 以上で、介護保険特別会計に係る令和６年度決算の概要説明を終わります。 
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○議長（中井康雄君） 次に、簡易水道事業会計、公共下水道事業会計について、北村施設

課長。 

○施設課長（北村公明君） それでは、簡易水道事業会計の決算概要について、ご説明を申

し上げます。 

 黒ナンバー１３番の中札内村簡易水道事業会計決算書をご用意願います。 

 最初に、１ページ、２ページの決算報告書は、消費税込みで、３ページから６ページの財

務諸表などは消費税抜きで作成しております。 

 それでは、決算書１ページをお開き願います。 

 １の令和６年度中札内村簡易水道事業決算報告書には、消費税を含む表示となります。 

 （１）の収益的収入及び支出は、水道事業の経営活動に伴い発生する収益と、それに対応

する費用であります。 

 収入の第１款簡易水道事業収益の決算額は、約１億８，２８６万円となっており、項明細

は記載のとおりとなっております。 

 次に、支出の第１款簡易水道事業費用の決算額は、約１億５，３１７万円となっており、

項明細は記載のとおりとなっております。 

 次に、２ページをお開き願います。 

 （２）の資本的収入及び支出は、主に水道事業を継続して維持するための建設改良費等を

計上したものであります。 

 収入の第２１款簡易水道事業資本的収入の決算額は、約２，６７０万円となっており、項

明細は記載のとおりとなっております。 

 次に、支出の第３１款簡易水道事業資本的支出の決算額は、約３，４７８万円となってお

り、項明細は記載のとおりとなっております。 

 続きまして、３ページ、２の財務諸表（１）令和６年度中札内村簡易水道事業損益計算書

であります。 

 これについては、消費税を除く表示となっております。 

 １の営業収益は、一般水道使用料、営農用水使用料、負担金及び給水工事手数料などで、

総額１億４，００９万円となっており、２の営業費用（１）原水及び浄水費は、職員の人件

費、水道施設維持管理費、薬品等などであります。 

 （２）の配水及び給水費は、十勝中部広域水道企業団からの受水費、水道施設保守点検及

び水質検査手数料などであります。 

 （３）の営農用水管理費は、中島浄水場も含めた営農用水道に係る維持管理費などであり

ます。 

 （４）の総係費は、主なものとして、職員の人件費、印刷製本費、手数料、公益企業会計

運用に係る支援業務委託料などであります。 

 （５）減価償却費は、有形及び無形の固定資産減価償却費であります。 

 営業費用の総額は、約１億３，６９１万円、差し引き営業利益は、約３１７万円となりま

す。 

 ３の営業外収益は、ほか会計負担金については、一般会計繰入金基準繰出金が主なもので

あり、金額は約３７０万円で、過去に整備した水道施設等による国庫補助金、工事負担金及

び一般会計繰入金などを、毎年度収益化して計上する長期前受金戻入が約２，４６１万円と

なっており、総額、約２，８８４万円となっております。 

 ４の営業外費用については、支払利息の起債長期償還利子などで、約２８３万円。 

 雑支出ではなく、総額においても、約２８３万円となっております。 
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 差し引き営業外利益は、約２，６００万円となり、先ほどの営業利益、約３１７万円を加

えた経常利益は、約２，９１８万円であります。 

 最下段の当年度未処分利益剰余金については、前年度繰越利益剰余金がないことから、当

年度純利益と同額の約２，９１８万円となります。 

 続きまして、令和６年度中札内村簡易水道事業報告書の主なものをご説明申し上げます。 

 １１ページをお開き、中段をご覧ください。 

 給水単価につきましては、約１６４円、給水原価につきましては、約１５２円となってお

ります。 

 続きまして、１２ページをお開きいただき、中段をご覧ください。 

 ４の会計（１）重要契約の要旨では、契約金額１，０００万円以上の工事として、村道３

３号水道管布設替え工事と、南札内浄水場中央監視装置ハード機器更新となります。 

 続きまして、１３ページをお開き願います。 

 ５のその他（１）水道使用料の収入状況であります。 

 調定額に対して、３月末の現年度分の収入済額は、約１億３，５９６万円、収入未済額は、

約２６万円で、収納率９９．８０％であります。 

 下段の表で、令和７年５月末現在の収入未済額が、約１２万円と減少しており、収納率は

９９．９１％であります。 

 引き続き、さらなる収納率向上に努めてまいります。 

 続きまして、１４ページをお開き願います。 

 本ページは、決算付属明細書であり、令和６年度中札内村簡易水道事業キャッシュ・フロ

ー計算書を記載しております。 

 また、収入及び支出明細書につきましては、１５ページから２０ページに。 

 固定資産明細書につきましては、２１ページに。 

 企業債明細書につきましては、２２ページに記載しておりますので、お目通しをお願いい

たします。 

 以上で、簡易水道事業の補足説明を終わります。 

 続きまして、公共下水道事業会計について、ご説明申し上げます。 

 黒ナンバー１４番の中札内村公共下水道事業会計決算書をご用意願います。 

 最初に、簡易水道事業会計と同様に、１ページから２ページの決算報告書は、消費税込み

で。 

 ３ページから６ページの財務諸表などは、消費税抜きで作成しております。 

 それでは、決算書１ページをお開き願います。 

 １の令和６年度公共下水道事業決算報告書は、消費税を含む表示となっております。 

 （１）の収益的収入及び支出は、下水道事業の経営活動に伴い発生する収益と、それに対

応する費用であります。 

 収入の第１款公共下水道事業収益の決算額は、約１億８，５４３万円となっており、項明

細は記載のとおりとなっております。 

 次に、支出の第１１款公共下水道事業費用の決算額は、約１億７，５７２万円となってお

り、項明細は記載のとおりとなっております。 

 次に、２ページをお開き願います。 

 （２）の資本的収入及び支出は、主に下水道事業を継続して維持するための建設改良費な

どを計上しております。 

 収入の第２１款公共下水道事業資本的収入の決算額は、約２億２，００７万円となってお
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り、項明細は記載のとおりとなっております。 

 次に、支出の第３１款公共下水道事業資本的支出の決算額は、約２億７，８４３万円とな

っており、項明細は記載のとおりとなっております。 

 続きまして、３ページ、２の財務諸表（１）令和６年度中札内村公共下水道事業損益計算

書であります。 

 これについては、消費税を除く表示となっております。 

 １の営業収益は、下水道使用料などで、総額、約６，１７４万円となっており、２の営業

費用（１）処理場費は、主に浄化センターの施設維持管理費などであります。 

 （２）の管渠費は、マンホール等の修繕料であり、（３）の総係費は、主なもとして、職

員の人件費、印刷製本費、手数料、公営企業会計運用に係る支援業務委託料などであります。 

 （４）の減価償却費は、有形及び無形の固定資産減価償却費であります。 

 営業費用の総額は、約１億６，２９４万円、差し引きますと、営業損失、約１億１２０万

円となります。 

 ３の営業外収益の他会計負担金については、一般会計からの他会計負担金であり、金額は

約７，４８５万円で、過去に整備した下水道施設等に係る国庫補助金、一般会計繰入金及び

受益者負担金等を毎年度収益化して計上する長期前受金戻入が、約４，２５７万円となって

おり、総額、約１億１，７５２万円となっております。 

 ４の営業外収益（１）の支払利息は、起債長期償還利子などで、約５４４万円。 

 （２）の雑支出として、約７３５万円。 

 総額は、約１，２７９万円となっております。 

 差し引き営業外利益は、約１億４７３万円となり、先ほどの営業損失、約１億１２０万円

を差し引いた経常利益は、約３５２万円であります。 

 最下段の当年度未処分利益剰余金につきましては、簡易水道事業と同じく、前年度繰越利

益剰余金がないことから、当年度、純利益と同額の約３５２万円となります。 

 続きまして、令和６年度中札内村公共下水道事業報告書の主なものについて、ご説明を申

し上げます。 

 １０ページをお開き、中段をご覧ください。 

 公共下水道事業の汚水処理単価は、約１７１円。 

 汚水処理原価は、約４６７円となっております。 

 続きまして、１１ページ上段をご覧ください。 

 ４の会計（１）重要契約の要旨では、契約金額１，０００万円以上の工事として、中札内

浄化センターにおける更新詳細設計委託業務、管理棟土木建築耐震診断調査設計及び処理

棟屋根防水外壁塗装ほか改修工事となっております。 

 続きまして、１１ページ、下段をご覧ください。 

 ５のその他、下水道使用料の収入状況でありますが、調定額に対して、３月末の現年度分

の収入済額は、約６，７６０万円、収入未済額は、約２０万円で、収納率は９９．６９％で

あります。 

 下段の表で、令和７年５月末現在の収入未済額が、約９万円と減少しており、収納率は９

９．８５％であります。 

 引き続き、簡易水道事業と併せて、更なる収納率向上に努めてまいります。 

 その他の項目については、お目通しをお願いいたします。 

 続きまして、１２ページをお開き願います。 

 本ページは、決算附属明細書であり、令和６年度中札内村公共下水道事業キャッシュ・フ
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ロー計算書を記載しております。 

 また、収入及び支出明細書について、１３ページから１７ページに。 

 固定資産明細書は、１８ページに。 

 企業債明細書は、１９ページに記載しておりますので、お目通しをお願いいたします。 

 以上で、簡易水道事業並びに公共下水道事業会計における決算概要説明を終わります。 

○議長（中井康雄君） 次に、村有財産調書について、渡辺総務課長。 

○総務課長（渡辺大輔君） それでは、村有財産調書について、説明申し上げます。 

 黒ナンバー１８番の村有財産調書、１ページをお開きください。 

 総括表に基づき、土地建物について、その概要をご説明いたします。 

 最初に、左側の区分欄のうち、上段の行政財産は、決算年度中の増減高はなく、下段の普

通財産の土地の決算年度中の増減高２，４６７．６５平方メートルの減少は、ときわ野第５

次分譲地の土地の売払いによるものです。 

 次に、行政財産の建物欄の右側、延べ面積計の決算年度中の増減高１９．４４平方メート

ルの増加は、泉団地２棟８戸を解体撤去した一方で、役場庁舎カーポートや地域振興住宅上

札内かしわ１棟２戸、札内川園地トイレ１棟と炊事場２棟の新設などによるものです。 

 その下段、普通財産の述べ面積計の決算年度中の増減高１８１．２６平方メートルの増加

は、診療所医師住宅の新設によるものです。 

 次に、２ページは、行政財産。 

 ３ページは、普通財産それぞれの区分ごとの総括表であります。 

 次に、４ページから２２ページまでは、行政財産の公用財産及び公共用財産の内訳を。 

 ２３ページから２６ページまでは、普通財産の内訳。 

 ２７ページは、山林、物件、有価証券。 

 ２８ページは、出資による権利。 

 ２９ページから３１ページには、物品のうち１００万円以上の重要物品となっておりま

す。 

 ３２ページは、基金。 

 ３３ページには、北海道市町村備荒資金組合納付金について、それぞれ前年度からの増減

と、年度末現在高を記載しております。 

 また、黒ナンバー１９番の村有財産調書の附帯説明資料は、ただいま説明申し上げた詳細

を掲載しておりますので、ご参照ください。 

 以上で、補足説明を終わります。 

○議長（中井康雄君） お諮りいたします。 

認定第１号から認定第６号に係る令和６年度中札内村各会計決算認定の６件につきまし

ては、本会議での質疑を３回までとする会議規則第５５条の規定を適用しないで審議を進

めたいと思います。 

このことに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中井康雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、認定第１号から認定第６号に係る令和６年度中札内村各会計決算認定の６

件につきましては、会議規則第５５条の規定を適用しないで審議を進めることにいたしま

す。 

これから一括して質疑を受けたいと思いますが、審査の方法についてお諮りいたします。 

審査の順序は、配付してあります決算審査順序に従い、一般会計は歳出決算を初めに、次
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に歳入決算、財産調書の順に審査し、各特別会計及び各事業会計は歳入歳出一括で進めた

いと思います。 

このことに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中井康雄君） 異議なしと認めます。 

 それでは、申しわけありませんが、休憩をしたいと思います。 

 午後１時まで休憩いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５６分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（中井康雄君） それでは、皆さんお揃いになりましたので、休憩前に引き続き会議

を開きたいと思います。 

 一般会計の歳出の審査に入りますが、順序は決算審査順序に従っていきたいと思います。 

一般会計の歳出の審査順序については、１款、２款を一括して。 

次に、３款、４款、５款を一括して。 

次に、６款、７款、８款を一括して。 

その後、９款、１０款はそれぞれに。 

次に、１１款、１２款、１３款、１４款を一括して行いたいと思います。 

それでは、項目別に審議に入ります。 

各款の大まかな概略について説明を受けた後、各議員の質疑を受けます。 

なお、質疑の際には、決算書等のページを示した上で発言願います。 

また、質疑にあたっては、１回につき３問程度までとし、スムーズな進行にご協力願いま

す。 

それでは、１款議会費と２款総務費、６８ページから１０３ページまでの概略説明をお

願いいたします。 

渡辺総務課長。 

○総務課長（渡辺大輔君） １款、２款の決算概要について、説明申し上げます。 

 決算書の７１ページをお開きください。 

 ２款総務費の決算額は、９億４９５万３，９６４円で、前年比３億１，０３９万円余りの

減少となっております。 

 主な要因として、ふるさと応援寄附金の減少に伴い、返礼品などの経費が減少し、また、

関連する寄附金の積み立てとして、ふるさと活性化基金及び豊かな環境等創生基金が減少

となりました。 

 以後、特徴的なものについて説明させていただきます。 

 ７３ページをお開きください。 

 備考欄中段、庁舎管理費の庁舎電源改修工事１０７万８，０００円は、庁舎周りの芝生３

カ所にロボット芝刈機用外部コンセントを設置しております。 

 同ページの備考欄、最下段、財政関係基金費の減債基金積立１，３８６万２，０００円は、

普通交付税の追加交付に伴い、国の指示に基づき、後年度の臨時財政対策債の償還費に充て

るため、減債基金に積み立てしております。 

 ７５ページをお開きください。 
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 最上段の公共施設等整備基金積立３，１７３万２，０００円は、新たなごみ中間処理施設

の工事費確定による十勝圏複合事務組合負担金の還付金を積み立てしております。 

 同ページ、備考欄上段、総務一般経費の会計年度任用職員、労働保険料２，１１３万円余

りは、雇用人数の増員や勤勉手当支給に伴い、共済保険料や厚生年金保険料の増により、前

年比３７１万円余り増加したものです。 

 同ページ、備考欄中下段、役務費の郵便料３８９万円余りは、郵便料金の値上げにより、

前年比１０５万円余り増加したものです。 

 同ページ、備考欄下段、例規類集データベース更新委託５０４万円余りは、サーバー維持

費や人件費等のコスト増により、前年比１１７万円余り増加したものです。 

 ７７ページをお開きください。 

 備考欄上段、中札内村商工共通商品券臨時支給事業１，７０９万円は、物価高騰対策暮ら

し応援商品券事業として、非課税世帯を除く全世帯に、村商品券１万円を配布し、１８歳未

満の子どもがいる世帯には、さらに１万円を追加交付しております。 

 ８１ページをお開きください。 

 備考欄、最上段、財産管理費の樹木剪定等委託５７万２，０００円は、旧庁舎南側コクワ

を中央公園へ移植しております。 

 ４段下のときわ野緑地植栽工事３７９万５，０００円は、ときわ野第５次分譲東側に、臭

気対策として、ニオイヒバ９０本を植栽しております。 

 同ページ、備考欄中段、交通安全防犯対策費の光熱水費１，０６１万円余りは、街路灯・

防犯灯の電気料が基本料金の値上がりにより、前年比１８７万円余り増加となっておりま

す。 

 一段下の修繕料１５７万円余りは、街路灯の電球交換やブレーカーを修繕しております。 

 備考欄中下段、地域安全推進協議会負担金１４０万円は、前年比１００万円の増加で、交

通安全講演会を開催しております。 

 ８３ページをお開きください。 

 備考欄上段の一般公用車管理費の役場庁舎カーポート設置工事１０３万円余りは、電気

自動車の導入に伴い、車両３台が収納可能なカーポートを新設しております。 

 ３段下の備品購入費の電気自動車５０１万円余りは、プラグインハイブリット車１台を

導入し、脱炭素の普及促進や災害緊急時の電源供給へ活用するため購入したものです。 

 また、２段上の電気自動車充電設備新設工事５５万円は、車両購入と併せて、ＥＶ用コン

セントを設置したものです。 

 同ページ、備考欄下段、電子計算機管理費の住民基本台帳システム改修委託１３０万９，

０００円は、フリガナ表記対応に改修したものです。 

 同ページ、下から４段目、パソコン設定委託４７３万円は、ウィンドウズ１０のサポート

終了に伴い更新した１５０台分のパソコン設定を行ったものです。 

 ８５ページをお開きください。 

 備考欄上段、児童手当システム改修委託２９８万１，０００円は、児童手当の高校生年代

までの支給期間延長や、所得制限撤廃などの制度拡充に伴い、システム改修したものです。 

 １段下の総合行政システム改修委託２９７万円余りは、軽自動車申告手続きの電子化に

伴う改修を行ったほか、定額減税にかかわる改修を行ったものです。 

 １段下の外字同定支援業務１９１万４，０００円は、地方公共団体が独自に登録している

外字を、自治体情報システムの標準化に対応した文字に同定する業務の一部を委託したも

のです。 
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 同ページ、備考欄中段、マイクロソフト３６５ライセンス使用料２１４万５，０００円は、

更新するパソコンでワードやエクセルなどのマイクロソフトオフィスを使用するためのラ

イセンスを購入したものです。 

 ８７ページをお開きください。 

 備考欄中段、企画一般経費の地方バス路線維持対策補助金９９２万４，０００円は、前年

比１２６万円の減少で、令和５年８月から路線バス２便の減便により、自治体負担分が減少

したことなどによるものです。 

 ８９ページをお開きください。 

 備考欄上段、コミュニティバス運行管理委託１，２４３万円は、市街地線の運行経路を見

直すとともに、農村部線の午後に十勝エアポートスパ便を新設したほか、毎月第１日曜日の

試験運行便を定期運行便としてダイヤを見直しております。 

 同ページ、備考欄中段、広報作成費のＬＩＮＥ配信システム使用料１３２万円は、令和５

年度まで福祉課予算でワクチン接種予約システム使用料として支出していたものを、こち

らの課目に同額振り替えたものです。 

 同ページ、備考欄下段、防災無線管理費の防災資機材譲渡事業償還金１２９万円余りは、

令和５年度に実施した防災行政無線設備、直流電源装置にかかわる元金償還開始により増

加したものです。 

 同ページ、備考欄、下から２段目、コミュニティ活動費の地域集会施設等補助金５９９万

円は、興和公会堂の新築に対する村助成金として、対象事業費の３分の１を助成しておりま

す。 

 １段下のコミュニティ助成事業補助金１，０８０万円は、自治総合センターの助成事業

で、対象事業費の５分の３以内１，５００万円を限度として交付するもので、同じく興和公

会堂が補助決定を受けて交付しております。 

 ９１ページをお開きください。 

 備考欄中段、まちづくり推進費の地域で働き隊員報酬１６０万８，０００円は、地域おこ

し協力隊インターン制度で、都市圏に住む若者を村の会計年度任用職員として９人受け入

れ、福祉や観光などの就労を通じて、村の生活を体験しております。 

 同ページ、下から３段目、計画策定業務委託４０７万円は、令和６年度からの２カ年事業

で、令和８年度を始期とする第７期まちづくり計画後期基本計画の策定と、令和７年度を始

期とする第３期まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定するため、村民アンケートやワーク

ショップなどを実施しております。 

 １段下の景観計画策定調査委託４６７万５，０００円は、令和５年度からの２カ年事業

で、村民ワークショップなどで意見をいただきながら、将来的な景観行政団体への移行に向

けて、景観形成に関する方針や、計画区域の設定などの景観計画案をまとめております。 

 ９３ページをお開きください。 

 備考欄上段、地域おこし協力隊支援補助金８万５，０００円余りは、令和７年度採用の募

集に当たり、応募者４名の面接試験時の旅費を助成しております。 

 １段下のふるさと納税クラウドファンディング補助金６，０００万円は、何度も訪れたく

なる美しい森プロジェクトとして、フェーリエンドルフ内に整備する観光客や村民の憩い

の広場づくりなどに交付しております。 

 同ページ、備考欄中段、ふるさと活性化基金費１，７９４万円余りと、その下段の豊かな

環境等創生基金費２，９１７万円余りについては、ふるさと応援寄附金の減少により、ふる

さと活性化基金積立で１億１，２７１万円余りの減となり、豊かな環境等創生基金で９００
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万円の減となりました。 

 同ページ、備考欄下段、ふるさと納税費、総額１億９，４０７万円余りは、ふるさと事業

に関わる経費になりますが、前年比２億１，０８９万円余りの減少となりました。 

 要因は、ふるさと応援寄附金が、令和５年度は約７億６，０００万円余りでしたが、令和

６年度は５億５５９万円余りで、前年比、約２億５，４４１万円余り減少となったことによ

るものです。 

 備考欄下段、ふるさと納税謝礼９，３６１万円余りは、前年比１億２，０１４万円余りの

減少となりました。 

 ９５ページをお開きください。 

 備考欄、上から２段目、運搬料は２，６７０万円余りで、前年比６，１２５万円余りの減、

３段下のふるさと納税サイト掲載委託は、６６０万円余りで、前年比１，１４８万円余りの

減。 

 ３段下のふるさと納税支援サービス使用料は、４，６０８万円余りで、前年比１，１９４

万円余りの減となっております。 

 また、２段上のふるさと納税業務委託５６０万円余りは、令和６年１０月から公募型プロ

ポーザルで選定した中間事業者に、業務の一部を委託し、寄付業務の効率化と新たな返礼品

の開発などに取組んでおります。 

 同ページ、備考欄中段、税務一般経費の総額１０３万円余りは、前年比２５９万円余り減

少しておりますが、主な要因は、前年度に実施した令和６年度固定資産評価替に向けた委託

業務分が減少となったことによるものです。 

 ９７ページをお開きください。 

 備考欄下段、戸籍住民費の総額２，１７１万円余りは、前年比２３７万円余り減少してお

りますが、主な要因は、前年度の実施した戸籍事務システム導入にかかわる委託費及び窓口

用備品購入分が減少となったことによるものです。 

 次に、２段下の会計年度任用職員報酬４７０万円余りと、その下段の勤勉手当５８万円余

りは、１名の増員と勤勉手当の新設に伴い増加しております。 

 ９９ページをお開きください。 

 備考欄上段、戸籍附票システム改修委託２２０万円と、１段下の戸籍情報システム改修委

託４２５万７，０００円は、戸籍に記載する氏名のふりがな追加にかかわる改修を行ったも

のです。 

 また、２段下と３段下の戸籍事務システム及び戸籍附票事務システムの標準化共通化改

修委託は、国が進める情報システムの標準統一化移行に伴う改修で、国から補助金として全

額交付されております。 

 ２段下の外字同定システム、使用対象者抽出通知書作成業務委託５１万７，０００円は、

情報システムの標準統一化に向けて、外字対象文字使用者への通知書作成にかかわる委託

費であります。 

 ４段下の戸籍事務システムクラウド使用料６０８万円余りは、前年比４００万円余り増

加しておりますが、前年度は１２月からの使用開始のため、４カ月分の使用料でしたが、令

和６年度は１年分の使用料により増加となっております。 

 以上で、概要説明を終わります。 

○議長（中井康雄君） それでは、１款議会費、２款総務費についての質疑を受けます。 

 質疑はありませんか。 

 ５番福原議員。 
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○５番（福原一斉君） ５番福原でございます。 

 それでは、私の方から３点ほど質問させていただきたいと思います。 

 決算書の８１ページになるかと思いますけれども、財産管理費の中の１４番工事請負費、

ときわ野緑地植栽工事３７９万５，０００円となっておりますが、これについて質問させて

いただきたいと思います。 

 ５次分譲の東側に、臭い対策ということでニオイヒバを植えられたということで記憶し

ておりますが、これについて、植栽、当初から植えたヒバが立ち枯れというような状況にな

っておりました。 

 最近植え替えをされて、正しい状態になったのかなというふうに思いますけれども、これ

については、この植栽工事に対して、植える前に、この土壌分析等々されてこの金額になっ

ているのか。 

 それとも、植えただけになっているのか。 

 また、その枯れてしまった原因、今の段階で判明しているのであれば教えていただきたい

ということでございます。 

 それから、８３ページの電気自動車５０１万５，８１０円、これについてですけれども、

先ほど説明もございましたけれども、電気自動車を購入して、防災時の電源に使うですと

か、そういったことで購入されたかと思います。 

 購入されてから１年ほど経つかと思いますけれども、これまでの出動、どれぐらい使って

いるのか、使われているのか。 

 あるいは、こういったものを買いましたよということで、村としてＰＲするような場面を

設けているのか。 

 あるいは、走行距離等、もしわかれば教えていただきたいと思います。 

 続いて、８９ページになるかと思いますけれども、広報広聴費の中のＬＩＮＥ配信システ

ム使用料ということで、先ほど説明もございましたけれども、福祉課の方で使っていたコロ

ナワクチンの予約等で使っていたＬＩＮＥ配信のシステム使用料を、今度は総務の方に振

り替えてというような説明かと思いますけれども、この使用料に関して、この使用料は、例

えば、配信を回数増やせば増えていくようなものなのか。 

 あるいは、件数によって使用料が増えていくようなものなのか。 

 あるいは、コロナワクチンの時には、予約システムということなので、そのＬＩＮＥ上で

押したものが、村の方に反映されてというシステムになっているのかどうか。 

 村のＬＩＮＥ配信に関しては、自分の印象としては、一方的に送るだけなのかなというふ

うに思っていたのですが、もし、双方向でのやり取りが可能なものなのかどうなのかという

ことを教えていただきたいと思います。 

○議長（中井康雄君） 永井総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（永井亮平君） まず１点目のときわ野植栽工事の関係です。 

 こちら、土壌分析等はしておらず、植えるだけの金額となっております。 

 立ち枯れの原因ですけれども、色々な要因があって、これだという特定ができませんけれ

ども、複数点挙げられていたのは、考えられるのは、植えた直後に干ばつと猛暑日が続いて

しまったという点。 

 あと、冬の雪が少ない時期が長く響いた点と、あとは大雪の関係、強風。 

 そのような要因で、さまざまな要因が重なって、概ね３分の２程度立ち枯れしてしまった

ということです。 

 補足ですけれども、その立ち枯れの保証がありましたので、今年度は特に予算なしで、立
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ち枯れ補償での復旧という形にはなってございます。 

 続きまして、電気自動車の利用実績でございます。 

 ちょっと入れた当初、前年度はガソリンがほぼ入っていない状態からガソリン入れてし

まったので、燃費等を出していませんけれども、今現在でいけば、３，４２３キロ程度の走

行をさせていただいております。 

 あの電気自動車は実は、スピーカーが付いておりまして、春夏の交通安全運動で街頭の放

送を流しながら、交通安全啓発を行っているということも行っております。 

 また、選挙時の選挙の投票の呼び掛けにも使わせていただいております。 

 あとはほとんどですね、公務の出張等々での移動で３，４２３キロメートル走行しており

ます。 

 電気だけでなく、ガソリンも積んでおりまして、電気が足りなくなったらそれで発電し

て、その電力を使って走行するということもありまして、ちょっとまだ使い方が習熟度が少

ないのですけども、燃費としては４０．７６です。 

 １リットル当たり４０キロメートルぐらい走ったというような実績となっております。 

 続きまして、ＬＩＮＥのシステムの関係です。 

 こちらは、件数と配信回数で金額が増えるというものではなくて、年額の定額契約となっ

ております。 

 双方向の関係ですけれども、基本的に福原議員がおっしゃったとおりの一方方向でのも

の、予約しましたというところで、相手方が特定できませんので、その人単独に何かを送る

というような仕組みが取れないと。 

 全体に送るか、あとは登録でおくやみ情報等選んでいる場合は、その情報しかいかないと

いうのはできますけれども、相手方が特定できないというのがちょっとデメリットである

かなと思っています。 

 ただ、今では道路とか街路灯の破損箇所の報告という機能も付いていまして、そういうの

で報告いただいて、相手方からの単独の情報の発信というか、受けるというのはできます。 

 回答は以上となります。 

○議長（中井康雄君） ５番福原議員。 

○５番（福原一斉君） まず、植栽工事に関してですけれども、土壌分析等をせずに、植栽

をした結果、特に今年、雪が遅かったりしばれがきつかったりということで、そういったこ

とが原因で立ち枯れをしてしまったということだとは思いますけれども、補償の範囲内で

修繕されたということでお伺いして、安心はしたところなのですけれども、一部見ると、中

札内墓地の東側ですか、あそこの植栽に関しても若干立ち枯れのような状況が見えられる

ので、その辺も併せてではないですね、あらためて確認をしていただければなというふうに

思った次第です。 

 また、この植栽工事に対して３７０万円程かけてやったものが無駄になってしまったの

ではないかなという意味での質問でございました。 

 補償の範囲内で修繕されたということで、安心をいたしました。 

 また、電気自動車に関してですけれども、１年ほどで３４０キロメートルほどの走行距離

ということで、もっともっと村の中で、この電気自動車、ＰＲしていただきたいというふう

に思っています。 

 例えば、イベントの際だとかに持っていって、そこから電源を取って照明を付けてみるだ

とか、そういうような使い方をして、村の中でもこういったものを使っているのだよという

ことのＰＲをしていただきたいなということでございます。 



 - 29 - 

 ＬＩＮＥに関してですけれども、自分少し思っていたのは、このＬＩＮＥシステムのこの

加入件数が、村民の７０％確か超えているような状況だと思うのですけれども、そういった

加入率が非常に高いこのＳＮＳの媒体なので、こういったものを例えば、村民に対するアン

ケートですとか、そういったものに使えないのかなというふうに考えておりました。 

 もし、双方向でのこのやり取りが可能であれば、そのアンケートを取るだとかという場合

に、普通、村でやる場合には無作為抽出とかで２００件程度とか、そういうような形でサン

プルを抽出されるかと思いますけれども、村民の７割に行き届けば、サンプル数的には１，

５００とかものすごい数になるので、そのアンケートの制度、あるいは、返ってこないとい

うことも一つの目安になろうかと思いますので、そういったものにぜひ活用していただけ

ればなというふうに思っています。 

○議長（中井康雄君） 答弁ございますか。 

 永井総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（永井亮平君） ありがとうございます。 

 電気自動車ですね、９月の１９日に総合防災訓練ありますので、そちらで電気を使った出

し物というかブースを設けようかなというふうには考えておりました。 

 また、ちょっとイベント等でもそういったものの利用を積極的に考えていきたいと思っ

ております。 

 また、ＬＩＮＥのアンケートもありがたく、そういったことも、ちょっとＬＩＮＥでみん

なに送って別のホームページに移動するということもできますので、そういったアンケー

トで有効活用していきたいというふうに考えます。 

 ありがとうございます。 

○議長（中井康雄君） ほかに質疑はございますか。 

 ６番戸水議員。 

○６番（戸水隆君） それでは、私の方から２点ほどお聞きしたいと思います。 

 ページナンバーが９１ページの一番上です。 

 行政区交付金のところ、４２６万７，８００円のところなのですが、この１５番の資料で

ちょっと見たいと思うのですが、先日の全員協議会のときに、泉団地の分譲地のお話があり

ました。 

 そのときに拝見したのが、行政区としての機能がされていないようなお話があったかと

思いますが、この表で見ますと、６年度に泉区だけで６万９，９００円ほどの助成がされて

いるということなのですが、昨年になるんですね、６年度は行政区としての機能は果たされ

ていたのか。 

 この間の全員協議会の中でのお話によると、もしかなんですが、７年度が機能していない

のか。 

 そこをちょっと明確にしてもらいたいのと、今後は、この泉区に対しての助成は、今後続

けていくのかいかないのか。 

 そこを確認したいと思います。 

 もう一つは、同じ９１ページの最下段、委託料のところで、先ほどの課長の方からの説明

がちょっとわからなかったことがありましたので、もう一度聞きたいのですが、景観計画策

定調査委託で４６７万５，０００円あります。 

 これは２年かけてアンケート取っていましたね。 

 私もこう見ましたが、かなり細かくアンケートを取っていたと思うのですが、その上、計

画策定業務委託４０７万円、これはそのアンケートの結果に基づいて、計画をこれから立て
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ますよという経費なのか。 

 それとも全く別のものなのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（中井康雄君） 渡辺総務課長。 

○総務課長（渡辺大輔君） 行政区の泉区行政区については、６年度までは活動されており

まして、今年度から、何というのですかね、休止状態といいますか、自治活動がちょっとス

トップしている状態であります。 

 今定例会において補正予算も計上させてもらった泉区の公営住宅の跡地に、今度分譲地

も考えておりますので、また新たな方がそこに住まわれるきっかけにもなりますので、それ

を機に、もう一度、その地域の人方と、今度住民説明会もございますので、その場でちょっ

と意見もいただきながら、もう一度再構築できないか。 

 そういったことも行政として、こちらも再構築についてはサポートもしながら、ちょっと

一緒になってやっていきたいなというふうに考えているところでございます。 

○議長（中井康雄君） 下浦総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（下浦強君） 私の方からは、２点目の計画策定業務委託４０７万円につ

いてご説明申し上げます。 

 こちらにつきましては、先ほど議員がおっしゃった景観計画とはまた別の計画のかかわ

るものでして、二つの計画の策定にあたり４０７万円ということで、２カ年事業で、６年度

と７年度に２カ年の事業として実施しております。 

 一つが、まちづくり計画の後期基本計画、これが令和８年度から１１年度までの４年間の

計画を策定します。 

 それからもう一つが、第３期中札内村まち・人・仕事創生総合戦略、これは令和７年度か

ら１１年度までの計画なのですが、この二つの計画の改定時期だったものですから、その計

画の策定にあたりまして、村民アンケート調査、それから、未来の村を語る座談会というも

のを実施するために、そういったお手伝いをいただくということで委託をしております。 

○議長（中井康雄君） ６番戸水議員。 

○６番（戸水隆君） わかりました。 

 行政区の件に関しては、６年までは機能していたということで、これはこれでいいと思う

のですが、これから、今現在そういった機能をされていないようなお話ですので、これから

行政なんかも促して活動していけるような形を取りたいということですが、それがいつに

なるのか。 

 もしかして、土地を分譲して家を建てていろんな方が住まわれるようになるまで、若干期

間が空くと思うのですよね。 

 それまでの間の、何年かかるかわかりませんけども、すぐ継続して活動できれば問題ない

と思うのですが、そういった時には、予算付けは控えてもらうのかなというのももう一度お

聞きしたいと思います。 

 ２点目のそのお話は、全く別物ということで理解しました。 

 ということは、その景観計画の件に関しては、アンケートを取った以上、何かこう取った

だけではなくて、何かそういった新たな目標に向かった計画を立てるのか。 

 そこをちょっともう一度確認したいと思います。 

○議長（中井康雄君） 下浦総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（下浦強君） 景観計画につきましては、こちらの２カ年で計画の素案を

作成する段階のまず委託をすると。 

 これから計画の案ができましたので、それを基に、今年度、来年度で住民に対して説明を
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していきたいと。 

 そして、将来的に、令和９年度以降、景観行政団体、そして景観計画策定という目標で進

めていきたいと考えております。 

○議長（中井康雄君） 渡辺総務課長。 

○総務課長（渡辺大輔君） 泉区に対する交付金の関係でありますけども、分譲地の完成ま

で待つということではなくて、それも一つのきっかけであるのですけども、今後といいます

か、今年度もしくは来年度にでも、また活動を再開できるのであれば、この交付金について

は、来年度も予算としては計上しておきまして、活動が再開すれば、すぐ助成するような形

は取っておきたいというふうに考えております。 

○議長（中井康雄君） ６番戸水議員。 

○６番（戸水隆君） わかりました。 

 ぜひ、早く機能していただけるように、進めていただきたいと思います。 

 それと景観計画の策定に関しては、わかりました。よろしくお願いします。 

○議長（中井康雄君） ほかに質疑はございますか。 

 ３番大和田議員。 

○３番（大和田彰子君） ８７ページのコミュニティバス運行管理費のことでお伺いいたし

ます。 

 前年比３３万円ほど上がったということで、それは修繕費というお話をお聞きしており

ます。バスの修繕費ですね。そのほかに、それに関連することですが、いよいよ来年度に向

けて、コミュニティバスですね、くるくる号が一部デマンド化に運行を変更されるというこ

とですけれども、その今どういった状況で進んでいるのかとか、デマンド化も農村部だけの

一部なのか、それとも市街地区も考えられているのか。 

 あとは移送サービスの方も兼ね合いもあります。 

 今現在、移送サービスの登録者がどんどん増えている。 ２０名ほど。 

 そこを一本化するという受入体制を、住民はどこに電話したらいいかわからないという

ところもありますので、そこを一本化するという話も聞いておりますので、進捗状況を教え

ていただきたいと思います。 

○議長（中井康雄君） 渡辺総務課長。 

○総務課長（渡辺大輔君） デマンド化に向けてでありますけれども、川尻村長の方で、村

内いろいろ移送サービス、各関係機関があるわけなのですけども、そういったものをできる

だけ一本化、一元化できないかという村長の指示もございましたので、今、関係機関、団体

と話し合いの場をもって、今協議をしているところであります。 

 それぞれのサービスが、いろいろ目的がそれぞれありますので、目的に沿ったまた対象者

もそれぞれ限定されたりしますので、そういったところのちょっと、それを統一感図る難し

さはあるのですけども、それを何とか解消できて一本化できないかということで、今話し合

いを、協議を進めているところでございます。 

○議長（中井康雄君） ３番大和田議員。 

○３番（大和田彰子君） そこの部分はわかりました。 

 では、デマンド化の運行について、進捗状況は。 

 そこも違いますか。 

○議長（中井康雄君） ほかに質疑ございますか。 

 ７番宮部議員。 

○７番（宮部修一君） それでは何点かお伺いいたします。 
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 まずは７１ページの庁舎管理費の光熱水費の件でお伺いいたします。 

 この光熱水費については、前年から見ると１１万円ほどアップになっているのですけれ

ども、多分、昨年も質問したと思いますけども、結構こまめに温度調節やら、また、使って

いない部屋あたりは止めたりして努力はされていると思うのですけども、今回、また１１万

円ほどアップというのは、電気料金の値上げによるものなのかどうなのかということを１

点お伺いいたします。 

 次に、７３ページの市町村交流事業１６６万円程ですけれども、この中で、多分、川越の

産業フェスタあたりの分も見られていると思うのですけれども、そこで出店が以前よりも、

２社から３社に増えたということで、どういった出展者が増えたのかということを１点お

聞きしたいと思います。 

 あともう１点は、８１ページの一般公用車管理費についてお伺いをいたします。 

 これちょっと、あのう令和６年か令和７年にもしかしたらなってしまうかもしれません

けれども、今年に入ってＮＨＫの公用車に付いているナビゲーションに付いているテレビ

の受信料の未納があったということで、払っていないかった分、多分、令和７年になってか

ら払うと思うのですけれども、それの対応といいましょうか、確かそのときの答弁で、今後

入れ替える車については、そういったテレビ受信ができないようなものにするですとか、も

しくは、アンテナなどを切断して見れない状態にするとか。といったような答弁があったと

思うのですけれども、その対応についてどうなっているかをお聞きしたいと思います。 

○議長（中井康雄君） 永井総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（永井亮平君） １点目の庁舎管理の光熱水費の金額の上昇の要因ですけ

れども、これは電気料金の値上げが要因となっています。 

 庁舎の電気料の使用料的には、昨年度より３％ほど減っておりますが、値上げの関係で金

額が上ってしまったという状況となっています。 

 ３点目にありましたＮＨＫの受信料の関係ですけども、今年度補正で組ませてもらいま

して、その間、ＮＨＫとも協議しながら、どうやったら受信料がかからないのかというよう

な形で問い合せはしていたのですけれども、なかなか明確な回答返って来ずということだ

ったのですが、１台車検がたまたま入るときに、ちょっと業者と相談しまして、ＮＨＫの受

信機能をオフにするというような作業をして、それが認められて、一部払った金額が、今年

度分からですけれども返還されたということがありましたので、そのような内容で、１台し

かまだできていませんけれども、その後、ほかの車も同じような作業で返還できるというこ

となので、そのような形を取り進めて、今年度中にはやっていきたいと思っております。 

○議長（中井康雄君） 下浦総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（下浦強君） 私の方からは、川越産業フェスタの事業者、１事業者を新

たに追加したというところのご説明をいたします。 

 毎年、川越産業フェスタには、中札内村は JA、農協さんともう１社、必ずこの２社には

行っていただいていました。 

 そして、２社ということだったのですけれども、草の根の交流を広げていくという必要性

もありますので、商工会さんを通じて、１社希望の事業者を募りまして、手を挙げていただ

いた１事業者の方に、今回新たに追加で参加いただいて、３事業者で参加しております。 

 どうしてもテントのスペースの関係があるので、一気にたくさんの事業者を増やすこと

ができないので、まずはそういった形で１社新たに増やして一緒に行っていただいたとい

うところでございます。 

○議長（中井康雄君） ７番宮部議員。 
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○７番（宮部修一君） 庁舎の光熱費については、理解はいたしました。 

 料金が値上がりした分だと。 

 使用量としては減っているということでございますので、やはり努力はされているのだ

なというふうに思いましたので、理解をいたします。 

 公用車のＮＨＫの受信料につきましても、とりあえず１台はテレビを見れないような状

況になって、今後は支払わなくてもいいということなので、随時、また何台かされていくと

は思います。 

 この公用車についても、管内のうちが出た後もいろんな町村でまた、この未納問題出てい

ましたけれども、ある町でもやはり、バスだけは見る機会があるのか、バスだけは残すけれ

ども、ほかの公用車については見れないような状況に変えたいというふうなことも出てい

ましたので。やはりそういった使用されないようなものについては、やっぱりそのような努

力が必要かなということで、何とかできそうなので、その点についても理解をいたします。 

 あと、川越の産業フェスタの方ですけれども、１社増えたということなのですけれども、

先日の一般質問の時だったと思いますけども、戸水議員が農協の収穫祭あたりももっと

大々的にやってはどうかというような、何か意見も言っていたような気もするのですけれ

ども、私もこちらから行くばかりでなくて、川越市の方からも何かそういった向こうの地場

産品あたりを持ってこっちに来てくれるようなことはできないものなのかなというような

気もするのですけれども。 

 そんなこともあれば、農協の収穫祭あたりに一緒にぶつけて人が集まるようなときに、川

越自体の地場産品のＰＲあたりもしてもらえないかなというような気もするのですけど

も。 

 今まであったかどうかはわからないですけども、ほかの町村の産業祭ですとか、そういっ

たときにも結構そういう友好都市から、向こうから来て、また向こうのものを販売している

ようなところもあると思うのですよね。 

 ぜひ、何かそういったこともできないのか。 

 ちょっと意見として出させていただきたいなというふうに思いますけども、いかがでし

ょうか。 

○議長（中井康雄君） 尾野副村長。 

○副村長（尾野悟里君） 宮部議員の最後の質問といいますか、意見でいただきました川越

市との物流の交流の件でございますけども、今年８月に、少年の翼の関係で、川越市の市長

さん、あるいは、商工会議所の会頭さんが来られた際に、商工会の会長も一緒に同席してい

まして、例えば、来年度以降、商工会の行事等で一緒にタイアップできないだろうかという

話もいただいたところです。 

 まだ具体的ではないですけども、そういったお互い今回、意見交換もさせていただきまし

たので、実現できるように、また、川越市の方とも調整していきたいというふうに考えてい

ます。 

○議長（中井康雄君） ７番宮部議員。 

○７番（宮部修一君） はい、わかりました。 

 ぜひ、そういった交流ができるようなことをまた考えていただければなというふうに思

います。 

 もう１点、先ほど福原議員が質問していたときわ野団地のところのあのニオイヒバの植

栽ですね。 

 これについてちょっとお伺いしたいのですけども、枯れた分についてはある程度、補償が
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あるので、その費用で、費用は発生しないということだったのですけれども、いろいろ枯れ

た条件あたりを聞いていますとわからなくはないのですけれども、植えた時期あたりとい

うのは関係ないのかなというふうに思うのですよね。 

 やっぱりこういう植樹するというのは、ある程度春先に植えるのが根付きが良くて基本

だと思うのですけども、多分工期か何かの関係で、どうしても植える時期が秋ぐらいになっ

たのではないのかなというふうに思うのですけども、そういった影響はなかったのかなと

いうふうに思うのですけど、その辺、植栽をされた方あたりからお聞きしたお話というのは

ないのでしょうかね。 

○議長（中井康雄君） 渡辺総務課長。 

○総務課長（渡辺大輔君） こちら植栽の時期については、当該年度の予算が４月から活用

できるようになって、それでできるだけ早く植栽の工事費も詰めたいというところで進め

てはいたのですけども、どうしても手続き上、夏ぐらいになってしまったというところがあ

りまして、議員おっしゃるとおり、春先とかに植えるというのが一般的ではありますけど

も、どうしても取り進めていく上で夏ぐらいの時期になってしまったと。 

 その影響はちょっとあったかどうかは、業者の方もちょっとそこははっきりわからない

ということはおっしゃっておりました。 

○議長（中井康雄君） ほかに質疑はございますか。 

 ２番北嶋議員。 

○２番（北嶋信昭君） それでは８７ページの地方バス路線維持対策補助金、これ何か、記

憶の中でいくと２００万円ぐらいから始まって、今９００万円、約１，０００万円になって

しまっているのですけども、これは対策費の基準というのは町村によって違うのか。 

 どういう単位で決めているのか聞きたいのですけども。 

 中札内は結構学生が乗る率がものすごく多いので、中札内の利用率というのはかなり多

いと思うのですよ、ほかの町村から見ると。 

 広尾から出発して、広尾から帯広まで行く人何人いるかといったら大した居ないと思う

のですけども、そういう対策費の基準というのは、どういうふうに決めているのか、ちょっ

と伺いたいと思います。 

○議長（中井康雄君） 下浦総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（下浦強君） こちらの広尾線の補助金の計算の基準なのですけれども、

まずこのバス路線に対する補助ということで、国・道からまず補助が路線バス会社に入ると

いうことになります。 

 その残り部分を市町村で負担するということになっていまして、広尾線については沿線

６市町村で負担することになっているのですが、こちらの負担割合は走行キロ数に応じる

負担割合になっています。 

 なので、その自治体を走る距離数に応じて負担割合が決まってきていまして、中札内は負

担割合としては１０．１％という計算になっています。 

○議長（中井康雄君） ２番北嶋議員。 

○２番（北嶋信昭君） 距離の話なのですね。 

 そこを利用している率というのは出ないのですかね、これ。 

 例えば、中札内が、学生がかなり乗るとか。 

 村では補助金出して帯広行くのにも結構利用しているという部分がかなりありますよ

ね。 

 更別と比較してどうなのかといったときに、多分、問題にならないほど中札内は利用して
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いるはずですよね。 

 そういうときに、そういう抗議とか話し合いはできないものなのでしょうかね。 

○議長（中井康雄君） 下浦総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（下浦強君） こちらの補助金なのですけれども、おっしゃったように、

乗車率に応じて安くするとか高くするという、そういう制度ではないので、距離数、先ほど

も言いましたように、走行キロ数に応じて定率で決まっているものです。 

 それから、乗車率というのが、その自治体ごとに計算できている訳ではなくて、そういっ

た乗降メーターを付けているわけでもないので、市町村ごとの乗車率というのはなかなか

掴みにくいのかなというところで、先ほど言ったように、負担割合としては、走行キロに応

じて決めているというところです。 

○議長（中井康雄君） ２番北嶋議員。 

○２番（北嶋信昭君） 十分わかるのですけども、中札内として利用者が多いのに、何でみ

んなと一緒なのかな。 

 例えば、広尾から来る人が、そんなにいるのかといったら、せいぜい来て大樹高校に来る

ぐらいの生徒ぐらいしか乗っていないはずなのですよ。 

 でも、中札内スクールというのあるから、ちょっと本数も多いのだろうけども、何とか、

せっかく利用して村も補助金を出していっぱい乗るように協力しているはずなのですか

ら。 

 その辺、交渉できるかできないかわからんけども、中札内として、やっぱりこれだけ使っ

ていますよということを少しＰＲしながら、何か違う形の中の、少し安くしてもらえる形が

できないのかなということなのですけども。 

○議長（中井康雄君） 下浦総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（下浦強君） こちら市町村負担の出し方が、先ほどご説明したとおり、

国・道の補助金の残り分が沿線５自治体で負担している訳なので、この広尾線の全体の利用

率、乗車数が上がれば、国・道の補助金もカットというのが減るので、国・道の補助金が増

えると。 

 その分市町村の負担は減るというような形にはなるので、やはり乗車率を上げていく取

組みというのは、今後も沿線自治体で併せて必要になってくるかなというふうに思ってお

ります。ありがとうございます。 

○議長（中井康雄君） ほかにございますか。 

 １番船田議員。 

○１番（船田幸一君） 決算書７５ページ、総合賠償保険料３５万３，０００円とあるので

すけど、これは業務に関することだと思いますが、主に何を対象としてこの保険料が計上さ

れているのか。 

 そして、この保険料を対象とした事例が、現在でも発生しているのか。 

 それとも、今後の見通し等について、保険ですから、そういう意味で積み立てているのか。 

 その辺ちょっとお尋ねしたいと。 

 それからもう一つは、戸水議員と多少被るところがあるのですが、資料の３１ページ、３

２ページの中で、行政区の交付金の算出の中で、それぞれ行政区活動の中身に基づいて、申

請をしていただいて、交付金を支給するというような流れになっているのですけれども、

私、全体の、各行政区の中身をちょっと見ますと、私非常に気になっている注目しなければ

いけないことというのは、これ、本来ですと街中のことに対して推進すべきかなとも思って

はいるのですけども、栄地区においては、見守り隊ができていて、そして、独居老人、もし
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くは一人、あるいは、日常の中で、住民が一体となって見守りをしていると。 

 そういうような事例の交付金も出ていました。 

 ところが、この中札内本村においての各行政区の中で、見守りという形の中で申請されて

いるのが全然ないと。 

 一体どうしてなのだろうかということをちょっと考えさせてもらいました。 

 今、ある行政区においては、行政区を解散、もしくは、解散状態にある地区もありますし、

そんなことを含めて、やはり我々の住民、仲間意識、そして地域の社会の連帯という意味で

おいては、やっぱり行政区活動は非常に大切なものだと思います。 

 そんなことを踏まえてご質問をさせていただきますけれど、やはり行政区の活動費がや

はり申請件数が限定化されていると。 

 もう少し幅を持たせた形で、行政区の運用が自由にできたり、あるいは、先ほども申し上

げた見守り隊のような形で、相互扶助をしていく。 

 あるいは、お互い、業者に委託してどうこうするとかという話も中にはありますけども、

そうではなくて、住民自ら、地域の中で見守り活動をするというようなことが必要かなと思

います。 

 そうすることによって、行政区の活動がさらに活性化していくのではなかろうかなと思

うわけですね。 

 そうならば、今現状の行政区の交付金のあり方でいいのかどうか。 

 そして、次年度以降のことになりますけども、これについて、やはりもうちょっと検討を

加えていくというようなことが必要ではないかなと、そんな考え方でご質問させていただ

きましたけども、ご回答のほどをよろしくお願いをいたします。 

○議長（中井康雄君） 永井総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（永井亮平君） １点目にありました総合賠償責任保険の関係ですけれど

も、具体的な例を挙げますと、これは行政に瑕疵があった場合の賠償となる案件となります

が、例えばですけれども、道路のマンホールが基準以上に浮いていて、それの上を走った車

が傷付いてしまったというような場合に、大分前ですけども、そういう場合でこの保険で賠

償してもらったというような案件がございます。 

 最近は、案件は出ておりませんけれども、そのような内容となってございます。 

○議長（中井康雄君） 渡辺総務課長。 

○総務課長（渡辺大輔君） ２点目の行政区への活動交付金として、例えば、見守り活動で

すとか、そういったものの区の活動の幅をもう少し持たせたような制度にしてはどうかと

いう質問だったかと思いますが、一応、資料の３２ページの方に、ある程度、特別活動交付

金ということで、カテゴリーも学習活動ですとか防災活動、あるいは福祉、教育支援活動、

高齢者向け活動など、大きく４項目のカテゴリーがあるのですけども、その中でも、あまり

限定させていている訳ではなくて、それぞれの目的に合うような活動をした場合には、この

交付金の該当になるということで、見守り活動も、例えば、高齢者向け活動の中で対象にし

ているというところでございます。 

 もし、この辺の交付金の使い勝手については、行政区長会議も年間２回行っていますの

で、そういった中でもご意見はお聞きしていきたいなというふうに思っております。 

○議長（中井康雄君） １番船田議員。 

○１番（船田幸一君） 今、ご説明をいただきましたので。 

 よく見ればわかるのではないかというようなことだろうと思います。 

 ただ、区費との関連で言いますと、やはり今、ブザーで一人暮らしの方、ご老人の方とか、
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いろんなさまざまな事例、問題が各地で問題になっています。 

 それで、地区によっては、他町村によっては、警備保障会社と契約をして、各市町村ブザ

ーではなくて、監視機能を付けたカメラを、現実設置している地域も出てきています。 

 そんな意味で、そこまでいかないにしても、３，８００人の我が村の中では、行政区の活

動の中で、もっときめ細かに、一人暮らし、独居老人、そういう弱者に対して、内部で支援

ができるのではないかと。 

 そこの中身をもっと濃くしてほしいがために、こういうご質問をさせていただいたわけ

であります。 

 そんなことで、その点についてはいかがかなと思いますので、再質問させていただきま

す。 

○議長（中井康雄君） 渡辺総務課長。 

○総務課長（渡辺大輔君） もっと、それぞれ個々に合った見守りですとか、そういった体

制については、福祉課の方でもそういった支援が必要な方の名簿を作成して、それを情報共

有しながら、そういった際には、みんなで協力、助けるという形も取っていますし、あと、

社会福祉協議会の方でも、見守りということで、各行政区に情報を下ろして、行政区民の

方々に見守っていただいたり、時々顔を出して確認していただくというような、そういった

活動は行っております。 

○議長（中井康雄君） １番船田議員。 

○１番（船田幸一君） １点、今のお話の中に、これは夏場、季節全体を通してのことだと

思いますけれども、冬場の場合、特に様々な形で制約を皆さん受けるわけですね。 

 このことも念頭に入れて、そういう見守りの関係、行政区に対する支援を考えていただき

たいなと思っておりますので、付け加えてお願いを申し上げ、質問を終了させていただきま

す。 

○議長（中井康雄君） ご意見としてお伺いしたいと思います。 

 ほかに質疑はございますか。 

 ５番福原議員。 

○５番（福原一斉君） 私の方から１点だけ質問させていただきたいと思います。 

 ９５ページ、上段ですけれども、ふるさと納税支援サービス使用料ということで、４，６

０８万１，１６７円ということで計上がございます。 

 この支援サービス使用料ですね、これ一体何なのかなということで質問させていただき

たいと思います。 

 ふるさと納税自体は、先ほども報告ございましたとおり、大きく減っている訳ですけれど

も、この使用料に関しては、昨年度の決算で言えば５，８００万円ほど。 

 今年度は、減っていますけれども、それでも４，６００万円ということで、１，２００万

円ほどの減少に止まっている。 

 ようは割合としては高い割合になっているのかなということで、ふるさと納税の業務委

託に関しては５６０万円程で、予算が２，５００万円ほど見ていたかと思うのですけども、

その中で、ふるさと納税が少なかったので、当然その業務委託も少なくなったということで

理解はできるのですけれども、この支援サービスについては、それほど減っていないという

ことで、この中身についてどうなっているのかを質問させていただきたいと思います。 

 また、このサービス使用料ですね。 

 これがふるさと納税の返礼品の経費に含まれるのかどうか。 

 そういったことについても質問させていただきたいと思います。 
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○議長（中井康雄君） 下浦総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（下浦強君） サイト使用料、ふるさと納税支援サービス使用料４，６０

０万円余りのことについて、お答えいたします。 

 こちらにつきましては、ふるさと納税を集めるに当たり、ふるさとチョイスですとか、有

名なふるナビですとか楽天ですとか、いろんなそういったサイトがあります。 

 それのサイトを使用するための使用料ということで、寄附額の、例えば１０％ですとか、

そういった形で、寄附額の何パーセントというふうに、それぞれサイトごとに使用料、使っ

たら使用料がかかるというところです。 

 こちらにつきましては、先程おっしゃったように、ふるさと納税の経費率の経費に含まれ

る経費になります。 

○議長（中井康雄君） ５番福原議員。 

○５番（福原一斉君） 今のお答えですと、寄附額に応じて使用料が決まるということであ

れば、寄付額がかなり減っているので、これだけの金額はかからないのかなという印象だっ

たのですよね。 

 そこについて、今一度、すみません。 

○議長（中井康雄君） 下浦総務課課長補佐。 

○総務課課長補佐（下浦強君） こちら、サイト使用料で支払っているサイトが、村で使っ

ているサイト全部ではなくて、サイト使用料として払っているサイトもあれば、委託料で払

っているサイトもあります。 

 それは請求の仕方がそれぞれサイト業者によって違うので、そういうところです。 

 こちら、サイト使用料、増えた理由の一つとしては、昨年度、ここ数年やっているクラウ

ドファンディングが、ふるさとチョイスというサイトでガバメントクラウドファンディン

グという寄附を行っておりますので、そこから入る寄附が増えるとこちらのサイト使用料

も増えていくということになります。 

○議長（中井康雄君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございますか。 

 質疑がなければ、次に進みたいと思います。 

 説明員も入れ替わりますので、暫時休憩をしたいと思います。 

 ２時２５分まで休憩いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時１０分 

再開 午後 ２時２８分 

 

○議長（中井康雄君） それでは、皆さんお揃いになりましたので、休憩前に引き続き会議

を開きたいと思います。 

 再開いたします。 

 ３款民生費、４款衛生費、５款労働費、１０２ページから１５１ページまでの概略説明を

お願いいたします。 

 はじめに、高桑福祉課長。 

○福祉課長（高桑佐登美君） それでは、３款民生費、４款衛生費のうち、福祉課が担当い

たします歳出決算を説明いたします。 

 ３款民生費は１０２ページから記載していますが、はじめに、１０５ページをお開きくだ
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さい。 

 前年と比較し、特徴的なものについて申し上げます。 

 １項、１目社会福祉総務費、備考欄上段、福祉基金費は４，４２５万３，０００円余りで、

ふるさと納税等による寄附のほか、福祉のためにとして、１６件１０９万８，５２５円の寄

附をいただいております。 

 備考欄中段、１３節使用料及び賃借料、自動車借上料は、高齢者団体や福祉活動、学童等

の事業により、年間１７回２７２万円余りの借上対応となりました。 

 その下、十勝エアポートスパ使用料は、令和５年度より、６５歳以上の方の利用に対し助

成を開始し、１８０名分が入浴券を購入され、利用料は１２９万６，０００円を支出してお

ります。 

 同ページ、中列中段、１８節負担金補助及び交付金の不用額１，１３５万円余りは、備考

欄下段の社会福祉協議会補助金及びポロシリ福祉会運営助成補助金の精算によるもので

す。 

 備考欄下段、社会福祉協議会補助金は、前年度より４１０万円余り増額となっておりま

す。 

 これは就労センター事業の運営積立金が多額になったことにより、一時休止していた就

労センター運営費の補助を再開したことが主な要因となっております。 

 その下、ポロシリ福祉会運営助成補助金は、前年度より４２６万８，０００円余り減とな

っております。 

 減額となった主な要因は、デイサービス事業の利用者が増加したことによる収益の増加

等によるものです。 

 備考欄下段、恵津美ハイツ改修事業補助金は、開設時からの経年劣化による恵津美ハイツ

食堂屋根改修の費用に対し、補助率２分の１の２６４万円を村において負担しております。 

 その下、１９節扶助費の福祉灯油５６０万４，０００円余りの支出は、令和６年度におい

ても、燃料販売価格の高騰が継続している情勢から、支給基準上限額の２万円分の灯油購入

券又は一部共通商品券を２８３世帯に支給しております。 

 また、財源の一部として、北海道地域づくり総合交付金７５万円を受けております。 

 次に、１０７ページをお開きください。 

 下段からの２目老人福祉費ですが、備考欄最下段、１２節委託料、緊急通報システム事業

委託は２９７万９，０００円余りと、前年度より１７万円ほど減額となっておりますが、年

度末時点では５３戸が稼働しており、モバイル型の利用は、昨年同時期と同じ７台となって

おります。 

 その下、生活支援ハウス運営事業委託は１，６０５万１，０００円と、前年度よりも７９

万５，０００円ほど増額となっておりますが、主な要因は、人件費の増によるものです。 

 利用者負担金は５２万５，０００円で、前年度より９７万６，０００円ほど減額となって

おり、年度末時点で、全９室中２名の入居となっておりましたが、今年度５月末で時点では

４名が利用されております。 

 次に、１０９ページをお開きください。 

 備考欄上段、移送サービス事業委託は、稼働が増加してきていることから、前年度より３

６万１，０００円ほど増の６１９万３，８９１円を支出しております。 

 その下、１９節高齢者民間バス交通費は、年度末時点で登録者は３０１名となり、令和６

年度３月請求分までの利用状況は、延べ２，４１９件で１７９万４，７６０円を支出してお

ります。 
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 前年比７６万６，８９０円の減額となりましたが、頻繁にご利用されていた一部の方の利

用が減ったことなどが要因となっております。 

 次に、１１１ページをお開きください。 

 上段からの３目障害者福祉費ですが、備考欄中下段、１８節南十勝こども発達支援センタ

ー負担金は、前年比５２万円減額の９７０万１，０００円を支出しております。 

 ページ中段、中列、１９節扶助費の不用額６７４万４，０００円ほどは、その多くが障が

い者に係る介護給付費並びに訓練等給付費の執行残によるものです。 

 備考欄下段、１９節扶助費総額は１，９９１万７，０００円ほど増の１億６，２８９万４，

００５円の決算となりました。 

 扶助費の介護給付費は、重度訪問介護や施設入所支援などの給付で９，３４３万７，００

０円余りを支出しております。 

 その下、訓練等給付費は、共同生活援助や就労支援事業所等の障害福祉サービスの給付

で、６，６３６万５，０００円余りの支出となっております。 

 次の１１３ページ、備考欄上段、２２節返還金４１０万９，９３２円は、国並びに道から

の負担金の精算によるものです。 

 次に、少し飛びまして、１１９ページをお開きください。 

 ２項、１目児童福祉費ですが、備考欄中段、１９節扶助費、児童手当は、支給対象年齢拡

大等の制度改正が１０月以降の支給分から実施されたことにより、前年比５７２万円増の

５，３２４万５，０００円を支出しております。 

 その下、住民税非課税世帯等臨時特別給付金は、デフレ完全脱却のための総合経済対策の

ため、物価高騰等に直面する低所得世帯及び子育て世帯への支援を目的として、令和５年度

非課税世帯臨時給付金の対象外世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に、１世帯１０万円及

び子ども加算として、一人５万円を、計３６５万円支出、支給しております。 

 その下、低所得者支援等臨時特別給付金は、低所得者支援及び定額減税を補足する給付と

して、定額減税しきれないと見込まれる方への現金給付として、該当者６７５名に支給した

ほか、世帯全員が令和６年度住民税均等割非課税世帯を対象に、１世帯３万円及び子ども加

算として、児童一人当たり２万円を給付し、計４，８４９万円を給付しております。 

 財源は、物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金により、全額国庫負担となっておりま

す。 

 説明欄下段、子育て援助活動支援事業費は、ファミリーサポート事業に係る経費で、調整

役となる会計年度任用職員の報酬１４３万９，０００円余りを支出しております。 

 次に、１２１ページをお開きください。 

 備考欄中下段、児童館管理費、１４節工事請負費は、児童館エアコン設置工事に５０６万

円を支出しております。 

 次に、備考欄下段、３目中札内保育園費ですが、前年度より４，９９０万４，０００円余

り増の２億２，９９６万５，０６２円の決算額となりました。 

 備考欄最下段、修繕料は１０２万４，０００円ほどのうち、受電設備ケーブル取替修繕に

８４万７，０００円を支出しております。 

 １２３ページをお開きください。 

 備考欄中下段、１４節工事請負費、保育園フェンス取替工事は、駐車場側の花壇と園舎の

間に設置している木製のフェンスの劣化のための取替工事に９４万５，１７５円を支出し

ております。 

 また、その下、保育園エアコン整備工事に３，７４０万円を支出しております。 



 - 41 - 

 次に、１２５ページをお開きください。 

 備考欄中下段、１７節備品購入費、厨房用備品は、不具合が頻発していた消毒保管庫の購

入に５６万１，０００円。 

 給食ソフトの追加機能導入に３８万５，０００円を支出しております。 

 次に、１２９ページをお開きください。 

 備考欄下段、児童措置費、１８節負担金補助及び交付金、教育保育給付金２６８万６，５

５０円は、村外の認定子ども園、幼稚園等の利用に係る給付費で、３世帯３児童の利用に対

し支出をしております。 

 歳入につきましては、子どものための教育保育事業費補助金として、民生費国庫補助金に

１３９万６，８５４円、道補助金、民生費補助金として４２万９，３５８円を充当しており

ます。 

 続いて、４款衛生費のうち、福祉課が所管する科目について説明いたします。 

 少し飛びますが、１３５ページまでお進みください。 

 ４目健康づくり推進費、備考欄中段、保健センター管理費は、前年より２，２５７万７，

０００円余り減額の１，８３２万円ほどの決算となっております。 

 減額の要因としましては、令和５年度に保健センターエアコン設置工事等を実施したこ

とによるものです。 

 次に、１３７ページをお開きください。 

 備考欄上段、母子保健事業費、会計年度任用職員報酬２０５万４，０００円余りは、乳幼

児健診等の業務のほか、子育て世代包括支援センター業務に携わる助産師、管理栄養士等の

報酬として支出しております。 

 備考欄中下段、１２節委託料、産後ケア事業委託は、延べ４６名の産婦を対象に実施し、

７７万８，０００円余りを支出しております。 

 その下、妊婦通院タクシー事業委託は、２４件の利用に対し、前年比１６万８，０００円

ほど増の１９万８，０００円を支出しています。 

 その下、１９節扶助費、不妊治療費は、一般不妊治療５件、特定不妊治療８件の申請に対

し、１２５万８，０００円ほどの助成を行っております。 

 その下、出産子育て応援事業費は、妊娠期から出産、子育てまで一貫して相談や必要な支

援につなぐ伴走型相談支援と、経済的支援を一体的に実施するもので、出産応援給付金、妊

娠届出時２７件、子育て応援給付金、出生後２５件それぞれに５万円を支給するもので、延

べ５２件、２６０万円を支出しております。 

 次に、１４１ページをお開きください。 

 七色献立プロジェクトですが、備考欄中段、７節報償費、七色献立ポイント事業景品４２

９万３，７１０円の支出は、健康ポイント事業景品として、前年度より４１名増の６４６名

が２７２万３，０００円分の村内商品券を引き替えているほか、３５１名が９１万８，５０

０円分の健康ポイントを、上札内小学校及び中札内高等養護学校へ寄付しております。 

 また、チャレンジコース参加者５６２名分、５６万２，０００円分を、健康ポイント事業

参加者負担分として、歳入へ振り替えしております。 

 その下、備考欄下段、１２節委託料は、活動量計専用サイト保守委託や、健康ポイント事

業受付業務委託等になりますが、２４７万３，０００円余りは、前年比１万５，９５０円減

額と、ほぼ同様の支出となっております。 

 １４３ページをお開きください。 

 備考欄上段、野菜摂取量測定機借上料は、まちなかキッチンスタジオの開設に合わせて常
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設し、４４万９，２４０円を支出しております。 

 七色献立プロジェクトのうち、健康ポイント事業経費に対する補助金につきましては、決

算書４５ページを参照ください。 

 備考欄中下段、スポーツ庁の運動スポーツ習慣化促進事業補助金５４８万２，０００円の

うち、３９７万１，０００円ほどを活用しております。 

 また、黒ナンバー１５番、各会計決算資料５１ページに、詳細の資料を載せております。 

 商品券寄附などの報償費は、補助対象外経費となりますが、そのほかの事業、運営費は、

約８０％が補助金対象経費となっております。 

 次に、同ページ、失礼しました。１４３ページをお開きください。 

 予防接種事業費、備考欄下段、１２節委託料は、前年比６６１万円増の１，７１８万円ほ

どとなり、主な要因としましては、令和６年度より開始した帯状疱疹ワクチン接種助成に１

５９万８，９２６円を支出しているほか、新型コロナワクチン接種が６５歳以上の方への定

期接種に移行されたことにより、３３２万３，６９０円を支出しております。 

 １４５ページをお開きください。 

 備考欄上段、返還金８１２万９，０００円余りは、令和５年度新型コロナウイルスワクチ

ン接種対策費国庫負担金及び接種体制確保事業費国庫補助金等の国への返還金となりま

す。 

 最後に、予防接種事業費に関する接種状況は、黒ナンバー１５番、各会計決算資料の４８

ページに。 

 成人保健事業費に関するがん検診等の状況は、同じく資料の５０ページに掲載しており

ますので、ご参照いただければと思います。 

 以上で、福祉課が担当いたします決算の概要について、説明を終わります。 

○議長（中井康雄君） 次に、平山住民課長。 

○住民課長（平山直人君） それでは、同じく決算書により、住民課が所管する予算のうち、

特徴的なものを抜粋し、説明させていただきます。 

 ３款民生費でございますが、１１２ページまでお戻りください。 

 １１３ページ、お開きいただきまして、１項社会福祉費、４目社会福祉医療費、１９節扶

助費、不用額２５９万３，０００円ほどは、ひとり親医療費、重度心身障がい者医療費、乳

幼児等医療費それぞれの扶助費、不用額の合計になります。 

 扶助費の当初予算において、過去の実績等に基づき積算しておりますが、年度によって医

療費の増減幅が大きく、令和６年度は見込んでいたよりも医療費の伸びがなかったことに

よるものでございます。 

 次に、１１５ページ、お開きください。 

 ５目住民総務費、備考欄上段、平和祭事業費５２万円余りは、前年より８６万円ほど減少

しておりますが、前年度に実施した殉公碑の樹木伐採等に係る委託費の減少が主な要因と

なっております。 

 次に、備考欄中段、住民一般経費９８万円余りは、前年より２２万円ほど増加しておりま

すが、１８節負担金補助及び交付金のうち、結婚新生活支援事業補助金の増加が主な要因と

なっております。 

 次に、１１７ページ、お開きください。 

 ７目後期高齢者医療費、備考欄中段、１８節負担金補助及び交付金、医療給付費負担金４，

１２７万円余りは、前年より１，１９３万円ほど減少しておりますが、これは後期高齢者広

域連合全体の医療費に対して、各市町村の算定数値により計算した金額を負担するもので
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すが、見込みで納めた負担金は、翌年度に確定され、その確定額の減少が主な要因となって

おります。 

 次に、１３０ページまでお進みください。 

 １３０ページ、１３１ページになりますが、４款衛生費について説明いたします。 

 上段、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、備考欄、保健衛生一般経費４３８万円余り

は、前年より６０万円ほど増加しておりますが、１３節使用料及び賃借料と、１８節負担金

補助及び交付金の増加が主な要因となっております。 

 まず、備考欄中段、１３節、自動車借上料では、クリーン中札内のバス借上代として、１

６万円ほど支出しております。 

 １８節負担金補助及び交付金のうち、二次救急医療対策事業費負担金７１万円余りは、夜

間、休日等における十勝全体の二次救急患者の医療に係る負担金として支出しております。 

 次に、１３３ページをお開きください。 

 上段、２目環境衛生費、備考欄、有害鳥獣対策費７８４万円余りは、前年より５３万円ほ

ど減少しておりますが、前年度に鳥獣駆除備品の購入による減少が主な要因となっており

ます。 

 なお、１８節負担金補助及び交付金のうち、有害鳥獣駆除補助金６５１万円余りは、前年

より１８万円ほど増加しておりますが、エゾシカ、アライグマの捕獲増加に加え、ヒグマの

見廻り及び餌の取付けが増加したものによるものです 

 

 その下、有害鳥獣捕獲対策支援事業補助金は、狩猟免許を取得した１名に対して、補助金

を交付しております。 

 次に、下段、３目診療所費、備考欄、診療所管理費７，７９２万円余りは、前年より３，

１６７万円ほど減少しておりますが、前年度に実施しました医師住宅建設工事による減少

が主な要因となっております。 

 なお、１３５ページ、備考欄上段、１４節工事請負費は、令和５年度予算の繰越明許費に

よるもので、建物改修工事２７７万円余りは、診療所内のリハビリテーション業務に使用す

る部屋にエアコンを設置しております。 

 その下、医師住宅建設工事２３１万円は、外構工事による支出となっております。 

 また、１７節診療所管理用備品７１３万円余りは、通所リハビリテーション業務に使用す

る備品のうち、５０万円以上の備品を購入しております。 

 このうち３５２万円余りが、道補助金として交付されております。 

 こちら、歳入の５１ページに載っております医療施設等施設整備費補助金を交付となっ

ております。 

 後ほどご覧いただきたいと思います。 

 そのほか、５０万円未満の備品等につきましては、工事請負費の上段、診療業務管理委託

６，４２０万円余りに含まれており、指定管理者が購入しております。 

 次に、１８節負担金補助及び交付金１１万円は、医師住宅新築に係る下水道受益者分担金

を支出しております。 

 次に、１４７ページまでお進みください。 

 ２項清掃費、１目塵芥し尿処理費、備考欄上段、塵芥し尿処理費５，５６４万円余りは、

前年より４０万円ほど増加しております。 

 主な要因は、備考欄中段、１２節委託料となっておりますが、二つ目の項目、塵芥収集委

託２，１６４万円余りは、収集回数や祝日のごみ収集日の増加によるもので、前年より３０
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万円ほど増加しております。 

 その下、生ごみ収集処理委託７４２万円余りは、収集車両の整備に係る修繕等により、２

４万円ほど増加しております。 

 なお、１７節備品購入費２７万円余りは、ごみステーションを２基購入しております。 

 次に、備考欄下段、リサイクルセンター運営費１，２４１万円余りは、前年と比較して６

万円ほどの増加で、ほぼ同額となっておりますが、１０節需用費のうち、修繕料１４５万円

余りは、リサイクルセンター内にある事務所及び段ボール等搬入小屋の屋根修繕によるも

のです。 

 また、１４９ページ、備考欄上段、１２節委託料のうち、産業廃棄物処理委託２７万円ほ

どは、リサイクルセンター周辺の雑品処理に係る費用を支出しております。 

 次に、下段、２目墓地火葬場費、備考欄、火葬場管理費４９４万円余りは、前年より１４

０万円ほど減少しておりますが、１０節需用費のうち、修繕料について、前年度に実施した

火葬炉整備等の修繕が減少の主な要因となっております。 

 なお、１５１ページ、備考欄中段、１４節工事請負費１２４万円余りは、灯油漏れによる

土壌汚染の発生により、土壌の入替工事を行っております。 

 次に、備考欄中段、墓地管理費２６１万円余りは、前年より１１８万円ほど増加しており

ますが、１２節委託料のうち、二つ目の項目にある墓地植栽委託８４万円余りは、墓地西側

のヒバ１７本の植栽による支出となっております。 

 先ほど、総務課の方でも話がありましたが、こちらの方もですね、一部、立ち枯れが発生

しておりますので、総務課と同様に、委託業者に補償内で、今年度補植していただく予定と

なっております。 

 その下、墓地樹木管理委託５０万円ほどと、その二つ下、墓地支障木運搬委託５６万円ほ

どは、墓地東側の防風林枝打ちに係る支出。 

 四つ目の項目にある墓地花壇管理委託１４万円余りは、前年度に植栽した宿根草の管理

委託による支出が主な増加の要因となっております。 

 以上、簡単ではありますが、住民課所管の決算概要について説明を終わります。 

○議長（中井康雄君） それでは、３款民生費、４款衛生費、５款労働費についての質疑を

受けます。 

 質疑はありませんか。 

 ３番大和田議員。 

○３番（大和田彰子君） それでは、まず、１０７ページの緊急通報システム業務委託のと

ころです。 

 現在、２９７万９，０２０円ということで、一人暮らしの方を対象とした緊急のときのベ

ルですね。 

 ５３件が稼働しているということをお聞きしました。 

 それを持っている方々がどれぐらいの利用率なのか。 

 あとは、トラブルとか、間違って押したとか、そういうのも含め、うまく機能しているか

どうかをお聞きしたいと思います。 

 それと、次のページの１０９ページの移送サービス事業委託のところで、これも登録者１

４８名ですか。 

 この中の新規がまた増えて、２０名増えたということで、３６万円が増加されたというこ

とで、現状では１２０回の年間使用回数ですね、決まっている中で、本当に移送サービスが

乗れない方々が、しっかりと使えているのかどうか。 
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 もしくは、違った公共交通を利用できるのにもかかわらず、やはり玄関、家から必要な場

所まで、とても便利だということで利用されている方々も含め、そういった方々が、登録者

の中でもたくさんいらっしゃるのかな、少しずつ徐々に増えてきているのかなということ

もありますので、その辺の辺りのことを、現状と今後の改善策はどのように考えていらっし

ゃるのかをお聞きいたしたいと思います。 

○議長（中井康雄君） 澤田福祉課課長補佐。 

○福祉課課長補佐（澤田有希君） まず、緊急通報システムの実績について、お答えしたい

と思います。 

 令和６年度につきましては、正報で通報された件数が５件となっております。 

 誤報が１５件というふうになっておりますけれども、それ以外に、緊急ではないですけれ

ども、相談の連絡ということで、８９件の方が利用されております。 

 続いて、移送サービスについてですけれども、１２０回の回数ということで進めておりま

すけれども、福祉課の方では、令和５年度と６年度に１００回以上利用された方１０名の方

へ聞き取りをさせていただいております。 

 その中で、多くの方は夏場は歩いたり自転車を使ったり、ほかの交通サービスを使ったり

ということで対応されていて、ご家族いる方であれば、ご家族の協力も得て、１２０回で足

りているというふうにお聞きしております。 

 １２０回で足りないという方は１名だけおられました。 

 この方につきましては、お一人暮らしでいろいろ不安なことも大きいことが想定されま

すので、まずは福祉課の方でお話を伺いたいなというふうに思っております。 

 今体調の関係ですとか、ほかの移送サービス以外のご要望で、先に対応が必要なこともあ

りまして、そちらの方でかかわりは持っているのですけれども、移送サービスの関係につい

ては、近日訪問をしてお話を伺っていきたいと思います。 

 お話を伺う中で、ほかの交通サービスの車にも、職員も一緒に試しに乗ってみるなど、で

きることがあれば、個別の対応をしていきたいなというふうに考えております。 

○議長（中井康雄君） よろしいですか。 

 澤田福祉課課長補佐。 

○福祉課課長補佐（澤田有希君） 回数につきましては、今回の聴き取り調査を踏まえまし

て、当面は変更せず１２０回で実施していきたいと考えております。 

○議長（中井康雄君） ３番大和田議員。 

○３番（大和田彰子君） はい、わかりました。 

 緊急通報システムの方は、５件。 

 ５３件持っている中で５件ということで、誤報が１５件だと。 

 相談というのは、この８９件って結構あったのだなと思いますけども、これはやはり夜の

間に、夜間の間にそういった何か、苦しいとかそういう相談業務で電話をかけて、それに対

して対応するという方法だったのかしら。 

 どういうふうな状況になっているのかなっていうのも、ちょっと気になりました。 

 ８９件の中で。 

 そこをちょっと教えていただきたいと思います。 

 あと、移送サービスですね。 

 丁寧に、１００回以上利用している方にアンケートを取っているということで、そのアン

ケートでは、そのアンケートでは、１２０回で年間何とか、自分なりに、夏場でしたら自転

車に乗ったり歩いたりして、１２０回以内で済んでいますよということが、アンケート結果
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でもわかったということですね。 

 そのほかに、本当にやはり厳しいなという方には、各自、福祉課の方で訪問したりして対

応していくと。 

 聞き取り調査なども行っているということで、結構丁寧にやられているなということが

わかりました。 

 これからも本当に必要な方々に、きちんと移送サービスが、運転届けますように、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 緊急システムの方の８９件はどういった内容なのか、教えていただきたいと思います。 

○議長（中井康雄君） 澤田福祉課課長補佐。 

○福祉課課長補佐（澤田有希君） 緊急通報システムの相談の内容ですとか時間帯について

ですけれども、すみません。 

 夜ですとか休日とかもあるかもしれないのですけれども、細かい時間帯については、こち

らでは把握しておりませんが、緊急通報システムを使っている方につきましては、いつで

も、３６５日２４時間、ちょっとしたことでも相談に応じますということのご説明はさせて

いただいております。 

○議長（中井康雄君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございますか。 

 ６番戸水議員。 

○６番（戸水隆君） それでは、自分の方から一つお聞きをしたいと思います。 

 １３３ページの有害鳥獣対策費のところですね。 

 ７８４万８，０００円、昨年から５３万円ほど低いということですが、ちょっとここで一

つ要望なのですけども、春先に猟友会の方々から、任務に当たるにあたって、トランシーバ

ーですか、それがあると大変便利だというお話がありまして、連携で任務に取りかかる場合

には必要なのかなと、私はそのとき思ったのですが、役場の方では、これから他町村のそう

いった使用状況なんかも調べるというお話もありましたし、猟友会の方々にもそういった

要望を逆に上げてくれとお話がありましたが、その点、進捗、あったのか。 

 それをまず１点聞きたいのと、もう一つはですね、今、全国的に報道でクマの問題がもの

すごい頻繁に見られます。 

 今朝の報道の中には、あるゴルフ場で頻繁にクマが出るものですから、ハンターにお願い

をして、ずっと見張りをしていただいていたのですが、突然出てきて、ハンターの方も身の

危険を感じたのか、その場で駆除してしまったということで、これは当然法律に引っ掛かる

ということで、大変これから問題になるのかなというお話がありました。 

 中札内の方もですね、まだそんなに人里には出てきている件数は少ないですが、これから

は普通にそういった件が発生すると思います。 

 そういったときに、しっかりとしたそういったマニュアルというのですか、そういったも

のがしっかり準備されているのか。 

 今現在、法律でそういった銃による駆除が、自治体の方に任せられたというのですか、そ

ういうふうになっていますから、そこら辺の体制というものはできているのか、ちょっとお

伺いしたいと思います。 

○議長（中井康雄君） 田中住民課課長補佐。 

○住民課課長補佐（田中直紀君） それでは、戸水議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、トランシーバーの整備というところだったのですけれども、まだ購入とか、その辺

までは至っていないですけども、検討は猟友会の方とはどうしたらいいでしょうかねとい
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うお話まではいっております。整備については、まだいっていない状況です。 

 それから、クマの関係、緊急銃猟とかにかかわる部分だと思うのですけれども、お話いた

だいたような事件があったりもしましたが、それが緊急銃猟に当たるかどうかというのは

ちょっとあれなのですけども、市街地における対策だとかという含めてのマニュアルも今

後、猟友会の方々と相談しながら決めていきたいとは思っております。 

 あのう何んて言うのでしょう他の報道でもありますように、狩猟者の方が、撃つ方です

ね、その方に対する責任問題というのが大きく出てきているところですので、その辺も聞き

取りしながら、これから整備していくことを考えなければいけないかなとは思っておりま

す。 

○議長（中井康雄君） ６番戸水議員。 

○６番（戸水隆君） トランシーバーの件に関してはわかりました。 

 今現在では、購入にはまだ、そこまで話はいっていないということで、今、猟友会の方と

お話をしている最中ということで、今、大変そういった有害鳥獣問題は大変農作物において

も大変な被害もありますし、そういった人の命にかかわるような危ない件もありますから、

なるべくそういったものを駆除するに当たっては、やっぱりそういった、こういうもの必要

ですよというものは、なるべく村も積極的に助成していけるといいのかなと私は思います

し、道の補助金なんかも使えるかもしれないという、調べるというお話もありましたから、

そこら辺もしっかりと調べていただいて、なるべくそういった方向にいけるように検討し

ていただきたいと思います。 

 それとあと、２問目の緊急時の問題に関しては、まだそういったマニュアルはできていな

いということなのですが、これは本当に、もう今出ても明日出てもおかしくない話ですか

ら、早急にそういったマニュアルはしっかりと作っていただいて、村民の皆さんにわかって

いただけるように、すぐさま提示するような形、取っていただきたいと思います。 

 以上でよろしくお願いします。 

○議長（中井康雄君） 平山住民課長。 

○住民課長（平山直人君） 私の方から、補足して説明させていただきたいと思います。 

 トランシーバーの件に関しては、この間、話し合いはしておりますが、来年に向けてどう

するかというのは、今検討中ということで、補助金活用できる部分もあるのかなというふう

には考えていますし、そちらの方もしっかりと考えていきたいなというふうに考えていま

す。 

 あと、必要なものは必要だということで、罠の方とかも、今年度購入したりとかですね、

必要なものは、猟友会とも協議しながら進めているつもりではいますし、猟友会の方たちに

対しても敬意を表するところではあるのですが、今後も必要な物品につきましては、猟友会

と協議しながら進めていきたいなと考えています。 

 あと、マニュアル等の整備についてですが、こちらも、まずは中々、中札内村で銃を撃て

るかというと、市町村判断では難しいかなというふうには考えているところです、まずは。 

 道の猟友会も、断ってもいいよという発出をしています。 

 市町村からの要請あっても、自分の身分というのが一番大事ですので、断ってもいいよと

いうふうに話していますので、そこら辺の兼ね合いというのも出てくるのかなと思います

ので、まずは警察、あと猟友会、あと関係機関含めて協議して、体制整備を進めていきたい

なというふうに考えています。 

○議長（中井康雄君） ほかに質疑ございますか。 

 ２番北嶋議員。 
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○２番（北嶋信昭君） それでは、今、猟友会の方で、鳥獣関係で出ましたので、関連でち

ょっとお聞きしたいと思います。 

 これ、毎年同じシカの問題は出るのですけれども、過去にいろいろ、前村長に関しては、

なかなか無駄な金は使えないという答弁があったのですけども、今、シカの問題がかなり増

えてきているのですよ。 

 今、中札内で二百数十頭のシカ捕っているのですけど、主にどの辺で捕獲しているのか、

ちょっとお聞きしたいと思いますけど。 

○議長（中井康雄君） 田中住民課課長補佐。 

○住民課課長補佐（田中直紀君） お答えします。 

 やはり捕獲された場所となると、地区は中々ばらけてはいるのかなと。 

 山の方というのが多いです。 

 上地区の方が多いように思っています。 

 ちょっと地域別で、何区が何頭というのは、推移は出してはいないのですけれども、捕獲

してくださる方が多いのは、上地区の方が多いです。 

○議長（中井康雄君） ２番北嶋議員。 

○２番（北嶋信昭君） まあ山に決まっているのですけども、毎年同じこと言うのですけ

ど、シカが二百数十頭も捕っているのに、村の中で一つも減らないのですよね。 

 今までやっていたことには、罠と、それから音でシカを来ないようにすると。 

 音でやった場合、どうなると思います。 

 うちで出ないものは隣に出るのですよ。 

 やっぱりシカを減らすときには、捕獲をしなかったらだめなのですよ、これ。 

 そのことをずっと言い続けてきたのですけども、なかなか前に進んでくれないのですけ

ど、自分もこういう言う機会が、時間がなくなってきているものですから、ここら辺でしっ

かりしてもらいたいのですよ。 

 以前に出しましたＧＰＳの問題、これ、ぜひ検討していただきたいのですよ。 

 それは何かというのは、特に栄地区なんていうのは平らなところで、シカを猟銃で撃てな

いのですよね、ライフルは。 

 であるのだったら、冬確保するしかないのですよ。 

 その冬、どういうふうにいるかということに対してのＧＰＳを付けて、冬どこにいるかと

いうことを検討してほしいなということを言い続けてきたわけですよ。 

 前村長に関しては、そんな確立のないものはだめだって言ったのですけども、ＧＰＳでな

くても、何か調査できることあるのですよ。 

 その辺をしっかり、こういう答弁でなくて、実施に移してもらわないとシカは減りませ

ん。１，７００万円の毎年被害があると、他のものも含めて二千何百万円ある訳ですよ。 

 そうなると、農業の損害額というのはかなり大きいし、１６０億円から見たら小さいかも

しれないけど、シカの出る地域というのは一部しかないのですよ。 

 その一部のところに対して、やっぱり１，７００万円というのはとんでもない額になって

いるわけですよね。 

 その辺をしっかりわかっていただいて、シカに対しての確保と、それから、前にも言いま

した。 

 広域連携、羽と足の付いているものは同じところにいないのですから。 

 シカだってそうなのですよね。 

 その辺、どうですかね、村長。 
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 この問題に関して、前向きにやってくれる約束をしていただきたいのですけど、いかがな

ものでしょうかね。 

○議長（中井康雄君） 北嶋議員、個人名は言ってないけども、推測できてしまいますので。 

 前何々とかっていうのは、こういう場所では避けてください。 

 川尻村長。 

○村長（川尻年和君） 今、貴重な質問を北嶋議員からいただきました。 

 ＧＰＳ等を利用した捕獲を検討していただけないかという、前向きに検討していただけ

ないかということでありました。 

 こちらの部分に関しましては、ＧＰＳでやるかどうかはちょっと、ここでは述べませんけ

ども、それに対して、シカ対策に対して、適切な処置ができるような形で、大学とも協議し

ながら、これはしっかり進めてまいりたいと思います。 

 ＧＰＳがいいのか、そのほかの手法はないのかということもちょっと研究させてくださ

い。 

 どういった方法が一番いいのかということを検討しながら、しっかり対策を講じていき

たいというふうに考えております。 

○議長（中井康雄君） ２番北嶋議員。 

○２番（北嶋信昭君） 十分な答えだと思います。 

 畜大とも、議会と一回懇談会、講習会を受けたこともありますし、それはそれで、前向き

に本当に進んでくれることに対してのお願いであります。 

 あともう一つは、アライグマの話なのですよ。 

 今、アライグマが、自分の思いの中では、札内川から向こうにしか出ないのがアライグマ

かなと思ったら、先日、協和のスイートコーン畑で２匹捕ったという話なのですよ。 

 もうそこまで来ているのですよね、アライグマ。 

 今、畑のとうもろこしだとか何とかだからあまりわからないけども、どこにいるかわから

ないような状態の中において、やっぱりアライグマ対策というのはこれから考えていかな

くてはいけないと思うのですよ。 

 今、市販でどこなんですかね、芋コンテナよりちょっと長い大きなやつが８，０００円ぐ

らいで多分売っていると思いますよ。 

 そんな話をしたときに、いろいろ話をしたら、個人で捕ってはいけないのですよね、これ。 

 何か違反になるのですね。 

 そこで、何か対策を考えるときに、では猟友会に人、１回１回来てもらって、かけてもら

って捕ったら持っていかなくてはいけない訳ですよ。 

 そういう対策の中で、何か組んでいただけないか。 

 個人的に飼うというのだったら、１万円をしないのだから、そういうものも推進すること

もできるのですけども、それを捕獲して処理をできないのというのは難しいところがある

のですよね。 

 今、中札内であまりアライグマは出ていない方ですよ、各町村から見たら。 

 更別にしたって忠類にしたって、ものすごい出ている訳ですよ。 

 今、やっぱり早い時期に、中札内におる物を処理する中において、何とかしていただきた

いなというのが、個人的に言えば、そういうものを推進して、個人で１万円もしないのだか

ら買ってくださいという話はできるのですけども、それをできないとしたら、村と猟友会

と、どういう形の中でもっていくのかわからないけども、その辺の対策も考えてもらわなか

ったら困ると思うのですよね。 
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 そんなことで、まだ何か注意来るようですけども、とにかくアライグマの問題に関して

は、本当に前向きで考えていただきたいなと。 

 これ本当は予算委員会で言えばいいのですけども、この間気付いたことで、本当に、もう、

どこにでもアライグマがいるということで、村の中で、ぜひ、早急に対策を組んでいただき

たいと、そういうふうに思います。 

○議長（中井康雄君） ご意見としてお伺いしておいてよろしいですか。 

 平山住民課長。 

○住民課長（平山直人君） 私の方から、お答えさせていただきたいと思います。 

 アライグマですね、実際に捕獲頭数も増えております。 

 ですので、今年度ですね、罠の購入をですね、７基購入しております。 

 まあ少ないかもしれないですが、７基購入しております。 

 予算の関係もありますし、こちら、道の補助を受けて購入しております。 

 予算には出てこないのですが、協議会というところで購入しております。 

 その罠を、まずは猟友会、先ほど北嶋議員がおっしゃられていたように、個人では捕れな

いという話していたかなと思いますが、基本的には捕獲許可というのを受けるのと、あと、

狩猟免許というのが必要になってきます。 

 まずは狩猟免許を取らないと、こちら捕獲できません。 

 捕獲の許可も道に申請して、捕獲許可というのを取ることになるのですが、この二つがな

いと捕獲ができないということになります。 

 ですので、猟友会が主体的になって捕ることになるかなというふうに思いますが、もちろ

ん増えていますし、通報があった場合には、協和の方でもですね、苦情というか、そういう

通報があったときに、猟友会に相談して、猟友会の方が行っていただいているというケース

もありますので、やはりですね、農家さんにはまず現状をですね、アライグマがいるのかと

いうのを通報いただかないと、中々わからない部分もございます。 

 農業被害を見ましても、アライグマという被害がなかなかわからない状況の中でですね、

私たちも動かなければいけなというのが現状ですので、まずは通報いただいて、そこから猟

友会に相談して捕獲という形になるかなというふうに考えていますので、まずは通報いた

だければなというふうに思いますし、必要であればですね、罠の購入というのも毎年購入し

ていかなければいけないのかなというふうにも思いますし、あと、狩猟免許というのを取っ

ていただくというのも手法なのかなというふうに思います。 

 農家さんにはですね、これまでも、去年、農家さんで狩猟免許取っていただいたというの

もありますので。 

 それで猟友会に入っていただいたというケースもありますので、そういった方を、ぜひで

すね、周りに声掛けていただきまして、私たちも多面的の会議とか総会のときにも、狩猟免

許の案内ですとか、そういったこともやっていますし、去年でいけば罠の講習会とかもやっ

ていますので、そういう罠だけでも取得していただければ、あとは止め刺しといって、銃で

撃つとかそういうのは鉄砲持っている人にお願いするですとか、そういった方法ができま

すので、そういった農家さんとかにもお手伝いしていただくというのが一番広がっていく

のかなというふうには思っております。 

○議長（中井康雄君） ２番北嶋議員。 

○２番（北嶋信昭君） 十分わかりましたけども、道から７基という、良い話なのですけど

も、村からもぜひ買っていただきたいのですよね。 

 これを増やすことによって猟友会に大変迷惑をかけるのだけども、その分だけやっぱり
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村で何か対策を考えてもらってやっていただくことの、村で本当に、何とか対策として罠

を、できれが１００本ぐらい買ってもらいたいのですけども、そんなことでお願いをした

い。 

 そういうことでよろしくお願いします。 

○議長（中井康雄君） ご意見としてお伺いしたいと思います。 

 ほかに質疑はございますか。 

 ７番宮部議員。 

○７番（宮部修一君） それでは、何点かお伺いします。 

 まず、１０５ページの社会福祉一般経費のところで、社会福祉協議会への補助金も出され

ているということで、決算の数字についてはいいのですけれども、この社会福祉協議会の方

の関係で、シルバーセンターなのか就労センターなのかわかりませんけれども、道路沿いの

花壇の草取りあたりをされていると思うのですよね。 

 今年あたりも見ていましても、かなり暑い日、３０度超えるようなときでも草取りをして

もらっているのですよ。 

 果たしてどうなのかなというような感じでちょっと、大丈夫なのかなというふうに不安

に思ったものですから、その辺、仕事が立て込んでいて、仕方がなくその日もやっていただ

いているのかどうかわかりませんけれども、ちょっと危険なような気がしたので、その辺ど

のように捉えているか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

 あともう１点は、先ほど大和田議員も聞いていました１０７ページの緊急通報システム

委託ですけども、利用件数あたりは先ほど大和田議員が聞いてくれたのでいいのですけれ

ども、委託料が、今年、前年から見ると１７万円ほど減っていると思います。 

 設置件数等については前年並みの５３件ということなのですけれども、設置件数やらは

変わっていないのに、なぜこの委託料が減少するのかがちょっとよくわからないもので、利

用回数によるものなのか、それとも設置、工事費か何かの関係なのか。 

 その辺、ちょっと、どうして減るのかの理由を教えていただきたいと思います。 

 あともう１点が、１１１ページの障害者福祉費の南十勝こども発達支援センター負担金、

むぅくだと思いますけれども、ここの利用者の数字も見ますと、令和５年が１９名で、昨年

令和６年が２６名と、利用者は増加しております。 

 がしかし、負担金は減少しているということで、この辺もちょっと理解ができないので、

どういうことなのかを説明をいただきたいと思います。 

○議長（中井康雄君） 高桑福祉課長。 

○福祉課長（高桑佐登美君） それでは、宮部議員のご質問に、幾つかお答えしたいと思い

ます。 

 まず１点目の社協の就労センターの方の、とても気温が暑いときの草刈作業ということ

で、その状況はこちらの方も心配をしておりまして、社協さんの方とご相談をさせていただ

きました。 

 就労されている方が一生懸命仕事をしたいという希望というか、意思も強かったので、中

止をしながらやりましょうということではあったのですけれども、ただ、非常に熱中症の心

配もございましたので、その辺のところは、お願いする立場でも、気を付けていきましょう

ということで、お話をさせていただいた経過はございます。 

 今後もやっぱり、そういう、来年度以降もきっとそういう状況は同じような状況だと思い

ますので、共通理解で業務ができるように、安全に配慮して仕事ができるようにという視点

は大事かなというふうに思っております。 
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 それと、三つ目のご質問で、南十勝のむぅくの負担金の関係で、利用者の人数は増えてい

るけれども、負担金が下がっているのはなぜかというところだったのですけれども、これは

人件費の部分の負担がちょっと減っているということになります。 

 実は、指導員の先生方が複数名、今、産休に入られておりまして、予算上はしっかり人数

分、会計年度さんですとか臨時さんの部分の募集はしているのですけれども、なかなか人が

見つかっていない状況が、ある一定期間あったりとかということで、結果的には決算の状況

では、人件費分が下がって、トータル負担額が下がっていたということが実際にはございま

した。 

○議長（中井康雄君） 澤田福祉課課長補佐。 

○福祉課課長補佐（澤田有希君） ２点目のご質問の緊急通報システムの委託料が減額にな

った理由ですけれども、設置数につきましては、令和５年度が５４台、令和６年度５３台と

いうことで、ほぼ維持していたのですけれども、新規の設置数が、令和５年度は１０台、令

和６年度は４台ということで、初期設定の費用についての支出が少なかったことに伴って

委託料が下がっているということになっております。 

○議長（中井康雄君） ７番宮部議員。 

○７番（宮部修一君） 緊急通報システムについてはわかりました。 

 昨年は新規の設置数が多かったということで、令和６年は減ったので、新規が減ったので

減少したということで理解をいたします。 

 あと、むぅくの方も、人件費の負担が減ったということですけども、現状としてはやっぱ

り、人手不足というか、人は足りていないということで、その分、人数が少なかった分で委

託料が減少したということで、その点についても理解をいたします。 

 あと、先ほどの就労センターの方の件ですけども、やはりちょっと考えていただければな

というふうに思います。 

 やっぱり働く側がやりたいというような話もしていましたけども、中にはやっぱりちょ

っと、反対意見を持っておられる方もいると思いますので、その辺は今後気を付けていただ

ければなというふうに思います。 

 それでは、１３３ページの有害鳥獣対策、先ほどから何件か出ていましたけれども、私も

アライグマの件でお聞きしたかったのですけども、アライグマも令和５年の捕獲数が１４

頭で、令和６年は４５頭まで増えているのですよね。 

 やっぱりかなりアライグマが村内の中でも増えてきているなというふうに思います。 

 先日、帯広ふるさと会との交流会もあった中で、帯広市内に住んでいる方でもやっぱりも

う帯広市内でもアライグマが捕獲されているということで、やっぱり管内全域に広がって

きているのかなというふうに思います。 

 中札内も今回、令和６年４５頭捕獲されたのですけども、先ほど北嶋議員も、中島の方だ

けではなくて協和でも出たよということで、この令和６年度の４５頭の捕獲の場所の状況

というのもある程度掴まれているのかなというふうに思うのですけれども、やはり上地区

だとか中島方面が多いのか、それとももっと全村広がっているのか。 

 その辺、情報を得られているのであれば教えていただきたいなというふうに思います。 

 それともう一つ、この有害鳥獣対策費の中の使用料で、焼却炉使用料で５７万４，２００

円あるのですけども、これ、前年８９万円ほどあったのですけれども、これ多分シカあたり

の焼却が入っているのかなと思うのですけども、シカの捕獲数も見てみると、令和５年が３

１１頭で、令和６年が３２０頭ということで、若干増えているのですけれども、しかし、焼

却炉の使用料が減少していると。 
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 その辺がどのようになっているのか、教えていただきたいと思います。 

○議長（中井康雄君） 田中住民課課長補佐。 

○住民課課長補佐（田中直紀君） 宮部議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 まず、アライグマの捕獲場所ですね。 

 場所については、捕獲された方が自宅の集積場みたいなところに持ってきてから連絡受

けて運んでおりますので、具体的にはどこそこというの、細かいところまでは掴んでおりま

せんが、割とその方は、札内川の右岸方面ですかね。 

 川のこっち側、市街地より東側ですか。 

 が多いように。 

 訂正します。 

 西の方が多いみたいですね。 

 そんなことで、細かい地区については把握はしていません。 

 それから、焼却費とシカの頭数の関係ですけれども、全数が焼却されているわけではあり

ません。 

 最近もあったのですけど、ちょっと多すぎて埋設という方法もありますし、ほかの、例え

ばクマ用のお肉にしてしまうとか、その他使い道がある場合もありますので、キツネやアラ

イグマのように、捕獲数全てが焼却ではないので、そこら辺は一致しないということになっ

ております。 

○議長（中井康雄君） ７番宮部議員。 

○７番（宮部修一君） 焼却炉については、いろいろな方法で、焼却炉だけではなくて、埋

設やら違い利用方法もあるということで、捕獲の頭数とは一致しないということで理解は

いたしました。 

 あと、アライグマに関しては、西側ということで、中島方面というか、左岸側が多いとい

うことですね。 

 中島から上地区というか、そちら方面ということでよろしいのですね。 

 わかりました。 

 これについても、やっぱりかなりいるのではないかということで、先ほど北嶋議員も言っ

ていましたように、やっぱりもう少し罠を多く仕掛ければ、まだ捕獲できると思いますの

で、その辺またもう少し協議をされて、捕獲に当たっていただければなというふうに思いま

す。 

○議長（中井康雄君） ほかに質疑はございますか。 

 １番船田議員。 

○１番（船田幸一君） 私、２点ほど、１４７ページ、決算書ですね。 

 塵芥収集委託２，１６４万９，０００円について。 

 もう１点は、１０５ページ、入浴使用料１２９万６，０００円、更別１９０万１，０００

円とございます。 

 この２点の中身についてでありますけども、この二つについて、村民の皆さまの評価は、

今現在どのようになっているのか、お尋ねしたいと思います。 

 私の私見でありますけども、まず一つ、塵芥収集委託については、私も朝早くから仕事を

することが多々ありますので、最近、カラスが見なくなった。 

 そして、ゴミステーションの周りのごみが非常に少なくなって荒らされていない。 

 きれいになっているというようにお見受けさせていただいております。 

 こんなことで、それは、収集業者の方々の、数回に分けるごみ収集を行っていただいてい
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るように見受けられます。 

 これは、村からの要望でおやりになって、今現在のような姿になっておられるのか。 

 それとも、村からの指導と話し合いの中で、村民の要望に応えるために、今の現在のよう

な体制に持っていかれているのか。 

 そんな意味で、私は悪い言葉ではなくて、いい意味での、今の状態が非常にいいのかなと。 

 カラス、先ほど、アライグマの話とかいろいろ動物の話も出ていましたけども、そんな意

味で、まちの中から、そういう意味で、いろいろな動物などのごみを荒らすような被害も少

なくなっているということでありますので、その辺についてのご見解をお尋ねしたい。 

 それからもう１点、先ほど申し上げました入浴施設の使用料、更別についてはちょっとさ

ておきます。 

 本村における部分に１２９万６，０００円ということでありますが、これが近所に、今年、

新しい年度においても、利用者の数が急激に伸びていると。 

 これが６５歳以上ということでありまして、しかしながら、村民の声としては、この６５

歳が果たして正しいのか、妥当なのか。 

 もう一つは、実はどういう現象が起きているかというと、子どもたち、あるいは親族が中

札内に来たときに、温泉施設に連れていってあげたいと。 

 ところが、高齢者の人はいいねと言うのだけど、高齢者はその人しか使えないのですけど

も、学生が帰ってきたり、いろんな形で中札内訪れたときにあの施設を利用する。 

 そういう要望の声がかなりやっぱり出てきているのですね。 

 そうなりますと、これがどこまで妥当なことになるかわかりませんけども、そこまでに行

く過程として、他にやるやらないは別として、増額する増額しない、対象者を増やす増やさ

ないの話は別として、村民が名前とか住所とかいいですよね、そういうことは。 

 あの施設において、せめて村民の利用者、高齢者についてはわかります。 

 福祉課の方で全部把握できるわけですよね。 

 一般村民の利用者がどれだけ利用されているのか。 

 中札内に住んでいる人たちがですね。 

 もし、そういう調査も今後必要になってくるのではないのかと。 

 それがある意味、村づくりのために役に立つのではなかろうかなと思いますので、その辺

のことも含めて、この２点についてお尋ねをしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（中井康雄君） 田中住民課課長補佐。 

○住民課課長補佐（田中直紀君） それでは、船田議員の一つ目のご質問、塵芥収集のその

時間帯の関係について、お答えいたします。 

 まず、この件に関しましては、収集運搬されて、請け負っていただいている事業者さまの

ご判断によるところということになっています。 

 おっしゃるように、時間帯によっては、カラスとか荒らされたり、あるいは、本当は当日

の朝８時までに出すようにというルールはあるのですけれども、残念ながら、前日から出さ

れているようなケースもやはりちらほら見受けられるという状況がありまして、委託され

ている事業者さまにおかれましても、そういうことはやはり、景観上とか衛生上とかよろし

くないので、早いうちから収集を始めて、あまり早いと、また今後８時までと、置き去りに

なる場合もありますので、それも含めて２週していただいているという次第でございます。 

○議長（中井康雄君） 尾野副村長。 

○副村長（尾野悟里君） ２点目のエアポートスパの方の利用者の状況、まあ福祉サイドと
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いうか、高齢者の利用意外のその全村的な利用の観点の把握はというご質問だったかと思

いますが、基本的に高齢者の方については、今、福祉課の方の事業の方で、ある程度対象者

は把握していますけども、さすがに一般の利用実態までは、村としてはちょっと押さえては

おりません。 

 ただ、事業者のご厚意でといいますか、事業者の方のイベント事業で、例えば、９月１日

の開村記念日に、村民の方、例えば、安くしますよとか、そういったイベント等はやられて

います。 

 何人の方が利用したのかというのは、こちらの方も把握はしていませんけども、そういっ

た、ちょっと全村的なアンケート調査をするかどうかというのはあれですけども、まずは 

事業者にも、そういったときに、例えば、村民の方はどのぐらい利用されているのかとか、

そういった情報収集は、こちらの方としてもしたいとは思っております。はい。 

○議長（中井康雄君） １番船田議員。 

○１番（船田幸一君） 塵芥収集委託については、今お話をいただいたので、私が見た目と

評価は変わっていないのかなと思います。 

 そんな意味で、多少制約と時間的な収集時間の差異はあるのかもしれませんけども、その

辺は多めに見てあげて、今やっていただいている方式というのは、とても良いことですか

ら、続けていただければなという思いがあります。 

 それと、もう１点、その入浴使用料の関係についてでありますけれども、今、副村長がお

答えしていただいたように、年間のうち何回か無料日を設定して、ネットで周知して、多く

の村民に利用されていると思います。 

 そういった意味合いも含めて、中札内村に温泉施設があるんだよというようなことで、や

はり、ある意味知名度を上げていただいている温泉施設でありますから、今後も、全村的な

形で取組まれたら、やはり住民のための、健康福祉のためにも、高齢者だけではなくて、そ

ういう形で村づくりのためにつながっていけるのではないのかなという考え方でありま

す。 

 ただ、ただですね、基本的にあの施設は、元々の意味は、実は高齢者ではなくて、所得の

高い人たちを中札内に呼び込んで、あの施設を利用してもらう施設だったのですね。 

 本来は、最初の時点でですね。どういうことかと言うと、高所得者のための施設だったの

です。ところが今、私どもが様々な、村も含めて、地域の活性化のために、村民福利のため

にということで、利用の窓口を広げてもらったというのが実態だと思います。 

 それはさておきまして、今、利用者にも、それから利用者の理解も双方が理解が深まって、

利用者が高まっていると、利用率が上がっているということを念頭に、今後の村づくりにお

役立ていただけるようにご配慮いただければと思いまして、質問に代えさせていただきま

す。 

○議長（中井康雄君） 休憩をしたいと思います。 

 午後４時５分まで休憩いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時５０分 

再開 午後 ４時０５分 

 

○議長（中井康雄君） それでは、皆さんお揃いになりましたので、休憩前に引き続き、会

議を開きたいと思います。 
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 最初に、川尻村長。 

○村長（川尻年和君） 船田議員の質問にお答えしたいと思います。 

 民間温泉施設の村民利用の関係でございます。 

 こちらの方につきましては、令和５年度に、その民間事業者と協定を結んで、９月１日の

開村記念日の日に村民無料デーということを、令和６年度から実施していただいておりま

す。 

 その中で、実際に住所要件というところで、村民がこの日何人利用したかというところが

わかっていますので、その数値を後ほど報告、説明させていただきたいと思いますけども、

基本的には民間施設なので、村民が何人来ているかということは、そこまで把握していない

のは実状です。 

 しかしながら、村民無料デーだけは、住所要件がありますので、そういったところの確認

するために、そういった確認ができるので、そのときの人数を把握、報告を受けている。 

 そんなような状況がありますので。 

 その人数につきましては、昨年、令和６年度においては１３５名と。 

 さらに、今年になってしまいますけど、今年の人数で１４６名ということで、昨年、一昨

年よりも１１名増えていると。 

 増えてきている傾向にあるというような状況です。 

 そういった中で、いわゆるこの民間の温泉施設が、少しずつですけども、そういう住民に

広がっていっているのかなというような判断に至っているところでございます。 

○議長（中井康雄君） よろしいですか。 

 それでは、ほかに質疑はございますか。 

 ３番大和田議員。 

○３番（大和田彰子君） それでは、１４１ページの七色献立ポイント事業景品の部分で、

約４３０万円という金額でございますが、それの内訳としては、参加者が今年度６年度も４

１名増えて７２２名、合計ということで、増えてすごく、利用者が増えることというのは、

健康増進につながって、医療費の削減とかそういう方向にもいずれはつながっていくのか

なと思います。 

 それに加えて、やはり商品券とかチャレンジコースにとか、セミナー、そういったいろい

ろなサービスをすることで、私も取り組んでみようかというふうに思う方が徐々に増えて

きているのかなって思っております。 

 そういった住民へのサービス提供は良いことだなとは思いますけれども、そのポイント

景品の中に学校への寄附が入っております。 

 これは、６年度は上札内小学校と中高養ですね、ここに９１万円を寄附したということで

す。 

 ここの部分が、ちょっと私の中では気になっておりまして、中札内村の今後の財政状況を

考えたときに、この学校への寄付というのは、これからも続けていくのかどうかというの

を、ちょっと気になっておりますので、お聞きいたします。 

○議長（中井康雄君） 長井福祉課課長補佐。 

○福祉課課長補佐（長井千鶴君） 大和田議員のご質問にお答えします。 

 今年度、小中学校への寄附の二巡目が終了しますので、今年度、次年度からの制度を見直

す年としまして、寄附の内容ですとか、寄付先、用途についてを再検討、再構築する計画で

おります。 

 景品の考え方につきましてですが、今年度で健康ポイント事業８年目になります。 
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 今年は７５０名の方が参加しておりまして、最初の方のうちの２割の参加となっており

ます。 

 参加人数も増えている中ではありますが、長期に渡ってこの事業を実施するに当たり、最

初は無関心層の方を事業に参加していただくということで、報酬の方をメインにして周知

の方をしてきていたのですけれど、年々続けていくことで、この報酬に頼らなくても、健康

行動を起こしている方も一定数増えてきているというのを、私の方でもそう考えておりま

す。 

 また、この事業が商品券ですとか寄附の方が目的、寄附はいろんな意味があるので置いて

おきまして、商品券の方が目的になってきますと、報酬に依存した制度設計になっておりま

すので、財政上、もし報酬が出せないとなった時に、健康行動が続いていかないということ

になってしまうと困りますので、このあたりも今年度見直す時かなと考えております。 

 見直しなのですけれど、方向性を金銭的価値から健康的価値に報酬を変えていくという

ようなことを考えております。 

 段階的に変えていこうと思っていますが、方法としまして、まず、１１月に住民参加型の

意見交換会を行います。 

 それで、参加している方々、また、過去に参加されて辞められた方などから意見をいただ

きまして、アンケートでは拾いきれないような住民の声を反映させた上で、制度を再構築し

たいと考えております。以上になります。 

○議長（中井康雄君） ３番大和田議員。 

○３番（大和田彰子君） 商品券とかそういう報酬をきっかけに、やってみようか、歩いて

みようかなという最初の取っ掛かりはそうであっても、こうやって歩くことで、本当に健康

になったな、何だか疲れていない、歩いていても疲れないだとか、もう本当に８年間皆さん

やっている方多いと思いますけれども、やはり私はちょっと入っていても、たいした歩数計

忘れたりして、いろんなことやっているのですけれども、やはり歩くことの健康というの

は、自分でそれぞれの村民が感じていると思います。 

 なので、そういったポイントがなくても、ポイント制がなくても、自分のために歩くとい

うのが本当に先ほど、課長補佐が言っておりました健康的価値の方に重視していこうかと

いう方に考えられているということで、今度、セミナーでしょうか、検討されているという

ことなので、ぜひ、そういうのも、財政状況とプラス健康づくりも加えて、両立ができるよ

うに、何か工夫しながらやっていってほしいと思います。 

○議長（中井康雄君） ご意見としてお伺いしたいと思います。 

 ほかに質疑ございますか。 

 ５番福原議員。 

○５番（福原一斉君） ページとしては１２３ページ、下段の方ですけれども、保育園舎エ

アコン整備工事３，７４０万円ということで計上がございますので、質問させていただきた

いと思います。 

 この金額については、当然ながら工事終了しての金額ということですので何もございま

せんが、このエアコン設置をされて、今年の夏、非常に暑い中で過ごされたかなと思います。 

 また、昨年度については、まだ全部の工事が終わってなくて、午睡室だけというような形

で夏場を乗り切ってきたのかなというふうに思っています。 

 この稼働の実態ですね。 

 付けてみて、実際にどうなのか。 

 過ごしやすいのか。 
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 あるいは、保育の環境として適正になったのか。 

 あるいは、不具合等ないのか。 

 その辺についての質問とさせていただきたいと思います。 

 せっかくですので、園長先生にお答えいただければなというふうに思います。 

 もう１点ですけれども、先ほど、北嶋議員、宮部議員からもありましたけれども、有害鳥

獣対策費、１３３ページですけれども、本年計上がございませんけれども、備品購入、ゼロ

ということで伺っておりましたけれども、先ほどの答弁の中では、本年度７台ほど購入し

て、昨年、確か何かのときにお伺いしたとき、１４台ほど保有をされているので、新たな７

台を購入して、２１台になるのかなというふうに思いますけれども、その２１台で、このア

ライグマの対策ですね、非常に近年、本当にはっきりいって増えています。 

 先月は自分のところの牧場でも、キツネの捕獲用の檻にアライグマが入ったというよう

な状況もございます。 

 また、夜走っていると、道路を横断したり、路肩の方に、大体は家族連れでいるのですよ

ね、４頭５頭という形で。 

 非常に繁殖力が強いのが、それを見ただけでわかるというような状況です。 

 ちょっと前までは、それこそ新札内南の山の方だとかでは目撃ではあったのですけれど

も、平地の方にはいなかったのですけども、昨今では非常に増えている状況は手に取るよう

にわかるというような状況で、農作物の被害としては、今のところ目立った被害というもの

は計上はされていないかとは思うのですが、例えば、家庭菜園でつくっている果物がやられ

ただとか、スイートコーンとか、そういったものの被害は明らかに増えているような状況は

あるかと思いますし、また、非常に見た目はかわいらしいのですけど、非常に狂暴ですので、

例えば、街中に出てきて、お子さんでも手を出したりなんかすると、非常に危険な状況もあ

るのかなというふうに思いますし、自分がすごく疑っているのは、ウイルスですとかの病気

を必ず持っているのでないかなというような状況はございます。 

 そういったことですので、まだ中札内は、先ほど北嶋議員も言われたように、まだそこま

で増えているような状況ではないので、今のうちに抑え込むような対策は必要なのではな

いかなというふうに考えています。 

 ですので、この備品購入を、ぜひともこの年度の途中ではございますけれども、少しでも

多く買って、目撃したから捕獲を目的に設置するのではなくて、この辺にいそうだなという

ようなところに、調査的に設置をして、いる場所だとかを特定しながら囲いこんで、捕獲を

して駆除を増やしていくというような対策が取れないものなのかどうなのか。 

 その辺についてお伺いしたいと思います。 

○議長（中井康雄君） 宮澤保育園長。 

○保育園長（宮澤薫君） 園舎のエアコンにつきまして、整備工事を行いました。 

 ６年度の１０月に工事の方が完了しておりますので、使用の方は７年度からというよう

な形になっております。 

 今年は早い段階から例年より暑い時期が早まって、保育していたところだったのですけ

れども、とても快適に過ごさせていただいております。 

 昨年度までは、暑い中で、蒸し暑い中で遊んだりしていましたので、活動内容もいろいろ

検討しながら、考えながらしていたところがありました。 

 運動ですとかを少し控えるように、ちょっと静かめの遊びにしたりとかしていたのです

けれども、今年度はエアコンを使用しながらすることができていますので、この辺を考慮し

なくても、思いっきり体を動かしながら保育に当たることができているかなというふうに
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思っております。 

○議長（中井康雄君） 平山住民課長。 

○住民課長（平山直人君） 私の方から、２点目の質問にお答えしたいと思います。 

 まず、アライグマの罠の個数ですが、前、１２基と言ったと思うのですよね。 

 答えたかなと思います。 

 １２基プラス今回７基買っていますので、１９基ということになります。 

 被害が家庭菜園ですとか、あと、スイートコーンですか、とうきびですね。 

 そういった被害が出ているのではないかということでございますが、そういったことも

報告は特にはないのですが、ＰＲというのもしていくのも必要なのかなというふうに、今、

聞いていて思いましたので、広報等、あと、ホームページ等でＰＲもですね必要ではないか

なというふうには感じているところではあります。 

 あと、備品購入、今年度購入してはというご意見でしたが、ちょっと今年度購入するかど

うかは、まずは猟友会と相談してみて、先程、福原議員が言われたとおりですね、試験的に

設置してはということも含めてですね、猟友会と相談しながら、購入についてはですね、検

討していきたいなというふうに考えております。 

○議長（中井康雄君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございますか。 

 ６番戸水議員。 

○６番（戸水隆君） それでは、村民の健康の観点から一つだけ聞きたいと思います。 

 ページナンバーが１４５ページ、成人保健事業費の中の１２番の委託料の４６８万なに

がしなのですが、昨年は５０１万円ということで、４０万円ほど低いという結果なのです

が、決算上、低ければいいという問題ではなくて、私は逆に、健康に関してはもっと意識を

もって検査をしようということで、高くなってもらうべきかなと思って、今質問したいので

すが、この黒ナンバー１５番の資料の中の５０ページですか、ここに保健事業実施の状況が

載っておりますが、昨年から比べてやはり、検査受けた人たちが減っているという結果が載

っております。 

 これちょっと本当に残念だなと思うのですが、なぜこういうことになったのかなという

ことで、去年行ったら大丈夫だったから今年はいいかという感覚であったのか。 

 そこら辺もちょっと教えてほしいのと、あと、年齢層ですね。 

 恐らく、なかなか若い人って病院に行きたがらない、検査に行きたがらないというのがあ

って、恐らく５０代以上がほとんどの方なのかなと想像するのですけども、私は逆に、ここ

最近、若い人が突然亡くなられたり、大きな病気に罹ったりということが、本当に身近でよ

く聞きます。 

 ですので、２０代、３０代の本当に若い人らがどんどんこういった人間ドックですとか、

こういった検診に足を向けてほしいなというのを、中々黙っていたら行かないですから、村

からもどんどん行ってもらうような動機付けというのですか、促しというのですか、そうい

ったものをやっていただきたいなと思うのですが、その点ちょっとお答えください。 

○議長（中井康雄君） 長井福祉課課長補佐。 

○福祉課課長補佐（長井千鶴君） がん検診の受診率ということでよろしかったでしょう

か。 

 私たちの方では、がん検診については積極的な取組としまして、子宮がん、乳がん検診に

つきましては、検診を受けていない方に対しての受診勧奨というのを、はがきを用いて行っ

ているところです。 
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 また、子宮がん、乳がん検診につきましては、６月の対がん協会の検診のときに、対象に

なる方個人個人にお声掛けさせていただいて、９月にあります対がん協会の巡回、子宮が

ん、乳がん検診にその場でお申し込みをいただくような声掛けをしているところです。 

 特定検診につきましては、受診率を把握しながら、まだ受けていない方につきまして、計

画的に受診勧奨をしておりまして、そのときにがん検診も併せて勧めていますが、特定検診

の方は、今年度、この数値を見ると去年より落ちているようには見えますが、これはまだ法

定報告の数値ではなくて、実際は１０月に確定した数字が出ますが、これより上がるのでは

ないかと予測しているところです。 

 がん検診につきましては、まだまだいろんな取組みができるかなと考えているところで

すが、特定検診だけしか受けていない方に対して、併せてがん検診を勧めたりですとか、問

診のときに前立腺がん検診につきましては、血液で検査ができますので、そのときに合わせ

てどうですかというお声掛けはさせてもらっているところです。 

 いろんな取組みはしておりますが、おっしゃられるとおり、なかなか数値は伸びないとこ

ろではあります。 

 今後もいろんな方法、資材等も活用しながら、住民の方に普及啓発をしていきたいなと考

えております。 

○議長（中井康雄君） ６番戸水議員。 

○６番（戸水隆君） 理解しました。 

 村の方でもいろいろ取り組まれているということで理解しました。 

 それぞれ企業さんだとか役場さんも当然ですけども、職員さんも積極的にドックなんか

行っていますし、なかなか個人事業者ですとか、そういった方々は中々行かないですよね。 

 そういったところで、そういった人たちもどんどん検診ですとか、こういったがん検診と

か受けてみようというような働きかけをこれからもどんどんしていっていただきたいと思

います。 

○議長（中井康雄君） ほかに質疑ございますか。 

 ７番宮部議員。 

○７番（宮部修一君） 私も同じく、成人保健事業の特定検診のところでお聞きしようと思

っていたのですけども、今、戸水議員がかなり聞いていただきました。 

 特定検診も受診率でいくと４８．８％ということで、ここ数年大体この数字に近い数字が

出てきているのかなというふうに思います。 

 多分、私議員になったころあたりは３０％代だったような気がするのですけども、徐々に

やっぱり増えてはきているのだなというふうには思うのですけれども、でもやっぱり対象

者が６８６名いるということで、約半分の方しか受けられていないということで、私も本当

に以外と近いようなところで、６０歳ぐらいの方が本当にお亡くなりになられた方もいる

のですけども、後でご家族からお聞きしてみますと、そういった検診は受けたことがないと

いうようなことで、やっぱり結構まだ受けていない方も多いのだなというふうなことを感

じております。 

 これ、検診受けることによって早期発見ですとか、また、それによって発見されて、医療

費等もまた減るというようなこともありますので、これなかなか、今、保健の方でも電話や

ら家庭訪問などもされたりして、いろいろな場で勧められてはいると思うのですけれども、

ある程度個人の考えにもよりますし、なかなか難しいところですけども、これ、農村部あた

りですと地区によってやっぱり受診率が高いところがあるとか、少ない地区があるですと

か、そういった傾向はあるのかどうなのか。 
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 その点、ちょっと１点お伺いいたします。 

 あと、もう１点は、１５１ページの墓地管理費のところでお聞きしたいと思います。 

 金額ではなくて、今年も私、お盆に墓参りに行ったときに、何かやっぱりまた昨年よりも

墓が減っているのではないかなというような感じで、ちょっと感じたのですけども、令和６

年度の墓じまいの件数がもしわかれば教えていただきたいのと、ある程度、今までのトータ

ルでどのぐらいの方が墓じまいをされたのか。 

 その辺の数字も掴んでおられるのであれば、教えていただきたいと思います。 

○議長（中井康雄君） 長井福祉課課長補佐。 

○福祉課課長補佐（長井千鶴君） 宮部議員のご質問にお答えします。 

 地区別の受診率は、現在算出していないところですが、今回ご意見いただきましたので、

早速そこを調べてみまして、地区によってもし差があるようでしたら、重点的に区長さん等

通してお声掛けさせていただくことも必要かなと思いますし、また、広報等で行政区別の受

診率等をお伝えすることも必要かなと思いました。 

 あと、受診率向上に向けてなのですけれど、保健師による電話勧奨も合わせて、訪問とい

うところも積極的に取組んでいるところです。 

 農村部の方はお忙しい時期があってなかなかお会いできないのですけれど、この後の１

１月の厚生病院の巡回ドックに合わせて、計画的に保健師が担当を持ちまして、地区を回っ

て訪問活動をしております。 

 初めて来られた方は、ちょっと驚かれたりとか、なんで来られたのかというのがあるので

すけれど、継続して続けていくことで、受けることにしたよというような方もいらっしゃる

ので、本当に草の根運動にはなりますが、地道にそういった活動は続けていきたいと思いま

す。 

 また、それ以外に、今まで厚生病院の巡回ドックの方が、日程が３日間しか設定できない

というのもあって、受診勧奨をした後の検診の受け皿が足りないという課題もありました。 

 そこにつきましては、今年度、４日間設定しまして、保健師の方も積極的に受診勧奨を行

えるような体制を整えているところです。 

 また、診療所の高石先生とも連携しまして、診療所の方の検診の方を受けていただくよう

に、お声掛けもご協力していただいているところです。 

 検診は巡回型ですとか、あと、施設ドックですとか、いろんな形態のものご用意しており

ますので、ご自分に合ったものを選択していけるように、周知の方も徹底していきたいと思

います。 

○議長（中井康雄君） 平山住民課長。 

○住民課長（平山直人君） 私の方から、墓地の関係ですね、２点目の質問をお答えさせて

いただきたいと思います。 

 墓地の返還者。 

 令和６年度の返還者ということで、ご質問いただいたかと思うのですが、令和６年度、３

人返還いただいております。 

 ちなみに、令和５年度は８人、令和４年につきましては１１人ということでございます。 

 ちなみに、新規はございません。 

○議長（中井康雄君） ７番宮部議員。 

○７番（宮部修一君） 特定検診の方ですけども、ぜひ、地区ごとの状況もちょっと調べて

いただきたいなというふうに思います。 

 今お話聞いていますと、やはりかなりいろいろな場面で勧誘をされたり、ご努力はされて



 - 62 - 

いるのだなということがわかりました。 

 今後本当に、診療所の高石先生ともう少し連携を強めて、また、そういった受診が少しで

も増えるような体制を考えていただければなというふうに思います。 

 墓地につきましては、令和６年は３件ということで、その前の年からみると減ってはいま

すけれども、やっぱり徐々に墓じまいをされる方がいるのかなというふうに思います。 

 以前お聞きしたのですけども、確か今後のまちづくりか何かの中で、そういった合同墓あ

たりについて、アンケートなども取られるというようなこともあったかと思いますけども、

その前に何か寺院側とも一度話をしなければならないというようなことも言われていたよ

うな気もするのですけども、そういった寺院側と話し合いをされたことがあるのかどうな

のか。 

 その点についてお伺いします。 

○議長（中井康雄君） 平山住民課長。 

○住民課長（平山直人君） 合同墓の話でございますが、まちづくり計画のアンケートで、

以前お答えしたと思いますが。 

 その後、寺院の方と話はまだ持っておりません。 

 今後進めていきたいなというふうには考えておりました。 

○議長（中井康雄君） ７番宮部議員。 

○７番（宮部修一君） まだ寺院側との話はされていないということで、最近は新規にお墓

をつくられる方はいないのかなというふうに思いますけど、今後も墓が増えていくことは

ないのかなというふうに思いますし、それよりも墓じまいをされる方が、またぼちぼち出て

くるのかなというふうに思いますので、ぜひ、そういった寺院側の方、お寺さん側との話し

合い、また、今後、アンケート等も取られるかもしれませんけれども、少し進めていってい

ただきたいなというふうに思います。 

○議長（中井康雄君） ほかに質疑はございますか。 

 ２番北嶋議員。 

○２番（北嶋信昭君） それでは、七色プロジェクトのところで、以前も聞いたのですけど

も、健康でいいことをしているなと思いながら、自分で思うのは、やっぱり１年に１回巡回

ドックか定期点検を受けて、そして健康であるということを確認しながらやることで、ポイ

ントだけの話になるとこれ、やっていることもいいことなのですけども、やっぱり一人ひと

りが健康である。 

 村としても、この七色プロジェクトをやることによって、健康になりましたよという、何

かそういう調査の中でやっていくことも必要ではないかと思うのですけども、いかがなも

のでしょうか。 

○議長（中井康雄君） 長井福祉課課長補佐。 

○福祉課課長補佐（長井千鶴君） 北嶋議員のご質問にお答えします。 

 令和６年度に北海道大学の方との共同研究の中で、国保のレセプトデータを用いて、２０

１７年から２０２３年度中に、一度でも健康ポイント事業を参加した方としていない方を

比較しまして、統計的な優位差までは認められなかったのですが、高血圧発症抑制に寄与し

ているということがわかりました。 

 これについては、明らかな効果として、そういうことが示唆されたということは、広報等

でもお伝えしていきたいと考えているところです。 

 検診についてなのですけれど、健康ポイント事業参加者のうちの７５歳以上の方の検診

受信者は５３．１％ということで、昨年よりも人数は増えているところです。 
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 検診を受けているということで、高齢者の方につきましては、医療につながっている方も

いるので、検診を受けている、検診の受診率は低いということイコール無関心という訳では

ないかなと思いますが、健康ポイント事業に参加している方の受信者数は、少し伸びてきて

いる状況です。 

○議長（中井康雄君） ２番北嶋議員。 

○２番（北嶋信昭君） 統計とあれで良い結果に出ているということですけど、我が村とし

ても、一つの何かそういうものを、結果を見ながら、やっぱりこれをやることによってみん

な健康になっていますよという、一つの村としての大事な健康のことだと思うので、そうい

うふうに、何か前向きにやっていただければ。 

 七色プロジェクトやっている人は、みんな健康診断受けて元気ですよというような、何か

そんな前向きの一つものをつくっていただきたいと、そういうふうに思っております。 

 次に、１５１ページの火葬場の話なのですけど、過去に火葬場に風吹いたときに、あそこ

の道路に木が倒れたりして、東側にある道路、大変な不便な思いしたのだけども、いつも通

ってわかるのですけども、あの基線からすぐあそこの火葬場に入口付けたら、除雪から何か

らすごく助かると思うのですけども、そんなこと考えたことないでしょうか。 

 火葬場の入口。 

○議長（中井康雄君） 尾野副村長。 

○副村長（尾野悟里君） すみません、もしかして前にもご質問いただいていたのかもしれ

ないですけども、ちょっと内部で具体的にそういった検討とか研究って、担当課も含めてし

ていなかった経過がございますので、改めてちょっと研究、まずは情勢を踏まえて、状態も

踏まえながら、内部でちょっと検討はしてみたいなというふうに思います。 

○議長（中井康雄君） ２番北嶋議員。 

○２番（北嶋信昭君） 今、慌ててすることではないけども、いつも通って思うのですよ。 

 何十メートルか入れば、すぐ火葬場に入れますよ。基線からね。 

 だけども、過去に大風吹いたときに、東側の長い道路を、木が倒れたりしながら、不便だ

ったり、除雪のときも結構経費かかるはずです、あそこまで長くいくと。 

 自分で思い付きで物喋って申し訳ないのですけども、もう少し簡素化して、あそこから入

れば、すぐ楽に、除雪もできるし、楽でないかなという考えで、ちょっと言わせてもらって。 

 検討していただければありがたいと、そういうことです。 

○議長（中井康雄君） ほかに質疑ございますか。 

 質疑がなければ、次に進めさせていただきたいのですけれども、この後、産業課、施設課

なのですけども、平澤課長、北村課長にお聞きしましたら、説明だけで４０分ぐらいかかる

そうなのです。 

 では、今日はちょっと無理かなと思いますので、ちょっと早いのですけども、ここで本日

の会議は終了させていただこうかなと、こんなふうに思います。 

お諮りいたします。 

本日の会議はこれまでとして、明日１１日午前１０時から本会議を再開したいと思いま

す。 

このことに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中井康雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、本日の審議はこれまでとし、明日１１日午前１０時から本会議を再開する

ことに決定いたしました。 



 - 64 - 

本日はこれをもって延会いたします。 

 

延会 午後 ４時４０分 


